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法 人 税

原材料価格の高騰と最終仕入原価法ならびに低価法

税理士　白土 英成

事 例

　当社（３月決算）は，東京に本社を構える農産品・海産物を主力とする食品卸商社であ
る。卸売業に加えて加工業務の製造工場を併設している。年商 ₃₀ 億円超の小規模ではあ
るが，₁₉₇₅ 年設立以来，仕入商品や原料の相場に左右されつつ，黒字を継続確保しており，
また，業界全体で問題となっている後継者問題もなく，安定経営を続けていると自負して
いる。
　当社の取り扱う農産品・海産物には，相場の変動がつきものだったが，近年の全世界的
な気候変動や温暖化の影響により，黒潮の蛇行等に見られるように海洋環境は異常な状態
に陥った。特に ₂₀₂₃ 年，海水温の急激な上昇により，それ以降の生産量が徐々に減少しは
じめ，₂₀₂₄ 年後半には，大幅な減産となった。その結果，取引価額は急激な上昇を続け，
₂₀₂₅ 年３月末の仕入相場では扱い品目のほとんどが過去最高の高値となった。
　さて，当社は仕入商品や原材料等の棚卸資産を法定評価方法である最終仕入原価法によ
り評価していた。また，₁₂ 年前に原価法から低価法への変更申請を行った。特に加工業務
で使用している主要な原材料の海藻類は豊作の年が３年周期で生じ，原材料の仕入相場も
３年間上昇しては，その翌年，大幅に値下がりする特性があり，このことは過去のデータ
により明白であった。さらに特異な仕入の実態として，相場変動の影響を和らげるために
原料仕入先との暗黙の了解のもと仮の値決めで取引を行い，その後の仕入取引の際には，
相場の動向による値動きを考慮して値決めを行っていることが商慣習化されていた。また，
原材料の欠品を防ぐ目的で約１年分の原料確保を行っているため，通常は仕入から，製造
過程に投入されるまで１年超の間，原材料のまま，保管されている。



- 2 -

法 人 税

　さて，今決算期末は，当該事業年度下半期における大不作の影響で生産量が極端に落ち
込んだため，原材料価格が急騰しており，結果として，最終仕入単価を適用した原材料評
価は，前年度末仕入単価の２倍以上の値を付けていた。
　しかし，過去の統計によれば次年度には相場が急降下する可能性は高いと思われ，年度
末時点での仕入単価による評価には疑問を持たざるを得ない。肌感覚として一時的な未実
現の評価益が含まれており過大であると思える。顧問の税理士法人も基本的には同意見で
あるが，会計処理等を複雑化させたくないため，いずれにしても税務上の評価と会計上の
評価は一致させたいとのことだった。当社はどのような評価をすべきか。ご教示いただき
たい。

【解説】

Ⅰ　はじめに

１　中小企業を取り巻く経済環境
　₂₀₂₄ 年 ₁₂ 月 ₁₉ 日の日本経済新聞によれば「新型コロナウイルス対策として実施された中
小企業向け融資約 ₂₀ 兆 ₆︐₀₀₀ 億円のうち，₇．₆％に当たる１兆 ₅︐₀₀₀ 億円超が返済困難になっ
ている。返済が本格化する中，₂₀₂₄ 年の企業倒産件数は ₁₁ 年ぶりに年間１万件を超える可能
性がある。東京商工リサーチによると１～₁₁ 月の倒産件数（負債額 ₁︐₀₀₀ 万円以上）は前年同
期比 ₁₆％増の ₉︐₁₆₄ 件となり，コロナ下で過剰債務を抱え，物価高でも価格転嫁が困難な中小
企業の倒産が増加傾向にある」と記されていた。さらに ₂₀₂₅ 年２月 ₁₈ 日の同紙では「代位弁
済，₁₀ 年ぶり高水準」の見出しがあり，その対策として金融機関や保証協会により，成長性の
高い企業を見極めた上で支援しつつ，収益の低い企業には事業承継などの産業の新陳代謝を促
す必要もあると記していた。
　厳しい経済環境とともに中小企業自身に内在しているのが後継者不在問題である。₂₀₂₅ 年
までに ₇₀ 歳を超える中小企業経営者は約 ₂₄₅ 万人と推定され，約半分以上は後継者が未定と
言われている。もし，解決できなかった場合，必然的に中小企業の廃業という結末を迎えてし
まうであろう。その有力な打開策としてＭ＆Ａに期待する企業が増えてきている。

２　原材料価格の高騰
　地球温暖化に伴う全世界的な異常気象による農産品の不作やウクライナ情勢の悪化による小
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麦や油脂類等の流通停滞はすべての食品原材料価格の高騰をもたらした。分かりやすい代表例
が米であろう。スーパーでの米平均販売価格は ₂₀₂₄ 年７月に５キロ当たり ₂︐₃₀₀ 円前後であ
ったが ₂₀₂₅ 年３月には ₄︐₂₀₆ 円に高騰している（₁）。この時点で連続 ₁₃ 週にわたって高騰が続
いている。しかし，₂₀₂₅ 年６月の政府備蓄米放出や増産予測情報がでたことを境に下落傾向と
なっている。海産物においては，₂₀₂₃ 年度の異常気象の影響を受けて魚介類・海藻類のほとん
どが生育不調で生産水揚げ量は大幅に減少した。その結果 ₂₀₂₄ 年後半は，大多数の品目で各
卸値は大幅に高騰していたが，₂₀₂₅ 年６月以降，生産水揚げ予測量は増加傾向に転じたため，
価格動向に対する不透明感が一層強くなってきた。

Ⅱ　期末棚卸資産評価の重要性

１　費用収益対応の原則
　法人税法第 ₂₁ 条では，「内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標
準は，各事業年度の所得の金額とする。」とされる。そして，法人税法第 ₂₂ 条第１項において
「内国法人の各事業年度の所得の金額は，当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の
額を控除した金額とする。」とされる。一方，企業会計では，期間損益を正確に把握するため，
収益との対応関係においてそれを生み出すのに要したすべての費用を同一会計年度に計上しな
ければならないとされ，「費用収益対応の原則」が求められている。
　費用収益対応の原則は法人所得の計算についても必要と解するべきであり，費用のうち，売
上原価のように特定の収益との対応関係を明らかにできるものは当該収益と同じ年度に費用と
して計上しなければならない（₂）。
　さて，売上原価を直接に確認できる場合は，所得を正確に算出することが可能となる。しか
し，大量の棚卸資産の購入と販売を継続的に行っている場合には実務上，直接確認することは
困難となる。そこで期末在庫となった棚卸資産を確認し，評価することによって間接的に売上
原価を把握するのである。したがって，期末棚卸資産の評価は重要であり，その評価方法は合
理的なものでなければならない（₃）。
　なお，当該事業年度の収益に係る売上原価等の額が当該事業年度終了の日までに確定してい
なかった場合も考えられる。期間損益計算の基本原則からすればその場合には同日の現況によ
りその金額を適正に見積もらなくてはならないこととなる（法基通 ₂‒₂‒₁）。そして，当該売上
原価等の額は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って計算されることとなる

 （₁）  ₂₀₂₅ 年４月７日NHKニュース
 （₂）  金子宏『租税法〔第 ₂₄ 版〕』（弘文堂，₂₀₂₁ 年）₃₇₅ 頁
 （₃）  金子・前掲注（₂）₅₈₆～₅₈₇ 頁
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（法法 ₂₂ ④）。

２　製造原価と原価計算基準
　法人税法第 ₂₂ 条第４項によれば，売上原価等の額は別段に定めのあるものを除き，一般に
公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される。「会計処理の基準」としては基本
的に「企業会計原則」「企業会計原則注解」「原価計算基準」がそれぞれ考慮されることとなる。
　「原価計算基準３」では，原価の本質について①原価は，経済価値の消費である。②原価は，
経営において作り出された一定の給付に転嫁される価値であり，その給付にかかわらせて，把
握されたものである。③原価は，経営目的に関連したものである。④原価は，正常的なもので
あると記されている。
　ところで「原価計算基準」によれば「原価計算は，原則として実際原価を計算する。この場
合，実際原価を計算することは，必ずしも原価を取得価格をもって計算することを意味しない
で，予定価格等をもって計算することもできる」とされている（原価計算基準６㈠２）。
　また，実際原価は，財貨の実際消費量をもって計算した原価をいうが，その実際消費量は，
経営の正常な状態を前提とするものであり，異常な状態を原因とする異常な消費量は，実際原
価の計算においてもこれを実際消費量と解さないものとされる。
　さらに実際原価は，厳密には実際の取得価格をもって計算した原価の実際発生額であるが，
原価を予定価格で計算しても，消費量を実際によって計算する限り，それは実際原価の計算と
なる。また，予定価格とは，将来の一定期間における実際の取得価格を予想することによって
定めた価格とされる（原価計算基準４㈠１）。

Ⅲ　税務上の棚卸資産の評価方法

　法人は，棚卸資産の評価の方法につき，法人の実態に応じて選定単位を事業所別に又は法人
税法施行令第 ₂₉ 条第１項に定める棚卸資産の区分をさらにその種類の異なるごと，その他合
理的な区分ごとに細分してそれぞれの異なる方法を選定することができる（法基通 ₅‒₂‒₁₂）。
　棚卸資産の評価方法としては（₁）原価法，（₂）低価法，（₃）特別な評価方法がある。原価法
はさらに６つに区分される。したがって，基本的には６種類の原価法及びこれを基礎としたそ
れぞれの原価法と組み合わせた低価法（たとえば最終仕入原価法を基礎とする低価法）が考え
られる（₄）。

 （₄）  成道秀雄『税務会計』（第一法規，₂₀₁₅ 年）₁₅₉ 頁
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（1）原価法（法令 28 ①（1））
①　個別法（法令 ₂₈ ①（₁）イ）
　個別法は，棚卸資産を取得したときに個々にその取得価額を付しておき，その個別に付され
た価額の合計額をもって期末評価額とする方法である。この方法は大量に取引され，かつ，規
格に応じて価額が定められているようなものは適用できない（法令 ₂₈ ②，法基通 ₅‒₂‒₁）（₅）。
具体的には代替性がなく比較的に高価なものとされ，代表例としては貴金属等が該当する。
②　先入先出法（法令 ₂₈ ①（₁）ロ）
　先入先出法は，先に取得したものから先に払い出されるものと仮定して，棚卸資産について
期末に最も近い日に取得したものから順に残っているとみなして計算した取得価額を資産の期
末評価額とする方法である。
③　総平均法（法令 ₂₈ ①（₁）ハ）
　総平均法は，期首現在の棚卸資産と期中に取得した棚卸資産の取得価額の合計額を総数量で
除した単価をもって期末評価額とする方法である。加重平均法ともよばれている。一事業年度
を単位として適用する「期別総平均法」が原則であるが，このほか１か月ごとにこの方法を適
用する「月別総平均法」や６か月単位である「６か月ごと総平均法」も認められている（法基
通 ₅‒₂‒₃・₅‒₂‒₃ の２）。
④　移動平均法（法令 ₂₈ ①（₁）ニ）
　移動平均法は，当初の単価と異なる単価で次の棚卸資産を取得したときに，残存している全
体について総平均により単価を見直し，以後取得する棚卸資産について同様に見直しを行いつ
つ，最後に見直しをした単価で事業期末評価額とする方法である。
　なお，６か月ごとの移動平均法は，法人税法上の移動平均法には該当しない（法基通 ₅‒₂‒₃
の２（注））。
⑤　最終仕入原価法（法令 ₂₈ ①（₁）ホ）
　最終仕入原価法は，その種類等の異なるごとに区別し，その種類の同じものについて，当事
業年度の最後に仕入れた棚卸資産の単価を棚卸資産全体の単価とする方法である。計算は簡便
であるが同時に期末近くにおける時価の暴騰，暴落が評価額に大きく影響を与えてしまう。期
末において，値上がりとなっているときには，いわゆる未実現収益が発生することになる（₆）。

 （₅）  なお，個別法を選定できる棚卸資産について法人税基本通達 ₅‒₂‒₁ では以下のとおり，記されている。
  （₁） 商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合又は製品，半

製品若しくは仕掛品の取得若しくは消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ，かつ，個
別原価計算が実施されている場合において，その個品管理を行うこと又は個別原価計算を実施する
ことに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品，半製品若しくは仕掛品

  （₂） その性質上専ら（₁）の製品又は半製品の製造等の用に供されているものとして保有されている原
材料
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　さて，種類等の異なるごとに区別するとは，その種類，品質，型の異なるごとに区別すると
されている。しかし，同一種類であれば仕入単価の改定前と改定後のものが混在していても同
一種類すべてに同じ評価額が付されることとなる。
　税務上の法定評価方法は最終仕入原価法であり，評価の方法を選定しなかった場合又は選定
した方法により評価しなかった場合は最終仕入原価法で計算することとなる（法令 ₃₁ ①）。
⑥　売価還元法（法令 ₂₈ ①（₁）へ）
　売価還元法は，棚卸資産の販売予定額を基礎として，その資産の販売により通常生ずべき差
益率を用いて還元した価額を期末評価額とする方法である。つまり，期末棚卸資産の売価の総
額に原価率をかけたものである。この計算は種類等を同じくする資産又は通常の差益率を同じ
くする資産ごとに行う。
　なお，その種類の著しく異なるものを除き，通常の差益率がおおむね同じものは計算上の一
区分とすることができる（法基通 ₅‒₂‒₅）。

（2）低価法（法令 28 ①（2））
　棚卸資産を種類の異なるごとに区別し，その種類等の同じものについて，原価法により算出
した取得価額と当該事業年度終了時の価額（時価）を比較し，いずれか低い価額をもってその
評価額とする。
　当該事業年度終了時の価額とは当該事業年度終了の時に売却するとした場合に通常付される
価額から見積販売直接経費を控除した正味売却価額となる（法基通 ₅‒₂‒₁₁）。一方，製造業に
おける原材料等のように製造工程に投下されていない棚卸資産については，未だ新たな付加価
値が付与されていないことから，再調達原価の方が把握しやすい。また，当該原材料等の正味
売却価額が当該再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には，その最終仕入価額や
再調達原価とおおむね一致すると考えられる（₇）。そこで，税務上もこのような棚卸資産に限り，
再調達原価を当該事業年度終了時の価額として取り扱われることとなる。
　さて，低価法を適用した場合，翌期首において評価損に相当する金額の戻入れを行う洗替え
低価法が必要とされる。切放し低価法については，時価が回復しても帳簿価額を元に戻す（戻
入れ益を計上する）必要がないことから，過度に保守的な処理であり問題があると「法人課税
小委員会報告」（平成８年 ₁₁ 月税制調査会）で指摘されたことを踏まえ，平成 ₂₃ 年度税制改正
において切放し法の根拠条文が削除された。

 （₆）  武田昌輔編著『DHCコンメンタール法人税法』第一法規　₁₅₃₀
 （₇）  棚卸資産会計基準 ₁₀
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（3）特別な評価方法
　法人税法では前述したように６種類の原価法とこれらを基礎とする低価法が規定されている
が，当該法人の実態に，より適合させるため，税務署長の承認を受けることを要件として，原
価法，低価法以外の方法により評価することができるとされる。この場合には，納税地の所轄
税務署長に所定の申請書を提出し承認を受けなければならない（法令 ₂₈ の２）。所定の申請書
には①採用しようとする評価の方法，②採用理由，③事業の種類，④資産の区分，⑤その他の
事項を記載する。
　また，法人が評価方法の届出をしていなかった場合又は「選定した評価方法により評価しな
かった場合」には，税務計算上は最終仕入原価法によってその評価額を計算する（法令 ₃₁ ①）。
しかし，実際に行った評価の方法が原価法のいずれかの方法又は低価法に該当し，かつ，その
評価方法によってもその評価額が適正に計算されると認められるときは，税務計算上その方法
によって評価額を計算することもできる（₈）（法令 ₃₁ ②）とされる。これは法人の実態に即応す
るため，企業所得の計算が適正に行われている場合はそれをできるだけ認めることにより，税
制の簡素化を図ることを意図しているものである（₉）。
　ただし，過去の訴訟においては「選定した評価方法により評価しなかった場合」について，
租税法規の解釈適用に当たってはあくまでも法の文言を重視すべきであるとした事例がある。

（4）大阪高裁昭和 63 年３月 31 日判決
　電子部品の製造業の総平均法による原価法を届出していた法人が期末２か月間総平均法で棚
卸資産評価を行ったところ，最終仕入原価法ではなく，当期の全期間にわたる総平均法に引き
直す処分を受けたことから，その更正処分取消を求めた事例である。
　これは，事業年度前半に新製品の開発とその歩留まりの悪さから費用負担が大きくなり，こ
のまま，全期間平均法を行うと製造原価が販売価格の２倍を超える異常な状態であったため，
比較的製造手法や歩留まりが安定した期末２か月間の総平均法を用いて期末評価を行ったので
ある。結果として，京都地裁（₁₀）では「選定した評価方法によっていない」ことを理由に最終仕
入原価法で行うべきと判示されたが，大阪高裁では全期間における総平均法での評価と判示し
た。この結果，上半期の多大な費用負担が棚卸資産評価に反映されることとなった。大阪高裁
はその理由について以下のとおり判示している。
　「『選定した評価の方法により評価しなかった場合』とは，法人が採つた現実の評価方法と当
該法人が選定した評価方法を対比し，その相違の程度，内容から見て，法人の採つた現実の評

 （₈）  松尾公二編著『法人税基本通達逐条解説〔十一訂版〕』（税務研究会，₂₀₂₃ 年）₅₈₄‒₅₈₅ 頁
 （₉）  武田・前掲注（₆）₁₅₅₅ の２
（₁₀）  税務訴訟資料第 ₁₅₃ 号 ₄₉₂ 頁
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価方法が，当該法人が選定した評価方法とその基本的考え方を異にし，両者が同一性を有しな
いと認められる場合を意味するものと解釈すべきであり，法人が現実に採つた評価方法と当該
法人が選定した評価方法に形式的に異なる部分があつても，両者が同一性を有すると認められ
る場合は，法の重視する継続性の原則を犠牲にする必要はないから，未だ『選定した評価の方
法により評価しなかった場合』とは認められないと解するのが相当である（₁₁）。」

（5）評価方法の選定と変更
　棚卸資産の評価の方法は，原則として，法人の営む事業の種類ごとに，かつ，商品又は製品
（副産物及び作業くずを除く。），半製品，仕掛品，主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資
産に区分して，その区分ごとに適用すべき評価方法を選定しなければならない（法令 ₂₉ ①）。
選定した評価方法は，設立した事業年度の確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長
に届け出なければならない（法令 ₂₉ ②）。
　なお，届出をしなかった場合には最終仕入原価法により棚卸資産の評価を行うこととされる
が，法人が行った評価の方法が一定の要件をみたす場合には法人が行った評価の方法により計
算できる特例がある（法令 ₃₁ ②，通則法 ₂₅）。
　また，いったん採用した評価方法は継続適用が義務付けられており，それを変更するには所
轄税務署長の承認が必要となる（法令 ₃₀ ①）。法人が新たな評価方法を採用しようとする事業
年度開始の日の前日までにその旨，変更理由その他所定の事項を記載した「棚卸資産の評価方
法の変更承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し，承認を受けなければならない。ただ
し，申請書の提出があったとしても現在の評価方法を採用してから相当の期間（₁₂）を経過してい
ないとき又は変更しようとする評価の方法によっては各事業年度の所得の金額が適正に行われ
難いと認められるときはその申請書は却下される。

（6）届け出た評価方法以外の評価方法による棚卸資産の評価
　たとえば，棚卸資産の評価方法として移動平均法の届出をしていたが，評価方法の変更届出
を提出せずに最終仕入原価法を適用した場合，評価方法の変更手続を経ていないため，適法と
は言えない。しかし，法人が棚卸資産の評価について選定した評価方法によらなかった場合は
基本的には最終仕入原価法となる（法法 ₂₉ ①，法令 ₃₁）。したがって，適法ではないが結果的
に認められたこととなる。しかし，選定した評価方法による評価額で行われていない場合とさ
れるため，青色申告取消の事由となることには留意しなければならない（₁₃）。

（₁₁）  税務訴訟資料第 ₁₆₃ 号 ₁₀₈₂ 頁
（₁₂）  合併や分割があった場合のように特別な事情がある場合を除いておおむね３年とされる（法基通 ₅‒₂‒

₁₃）。
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Ⅳ　最終仕入原価法の適用における「種類等の異なるごとの区別」

　実務上，大多数の中小企業では最終仕入原価法が適用されていると想定される（₁₄）。そこで，
まず，最終仕入原価法で，取得価額や品質等，種類ごとに評価する是非も考慮すべきと判示さ
れた福岡高裁平成 ₃₁ 年２月 ₂₈ 日判決（₁₅）を検討したい。

１　事案の概要
　はちみつ製品の製造販売業を営む甲社は，原材料のはちみつを日本国内で採蜜（さいみつ）
された原材料と海外で採蜜された原材料の２種類に区別して，原材料，製品等の期末棚卸資産
の評価額を計算し，申告を行った。
　これに対して課税庁は，日本国内で採蜜された原材料は採蜜源の花別に区別し，また，海外
で採蜜された原材料は採蜜国等別にそれぞれ区別して計算した棚卸評価額に基づき，法人税の
更正処分等を行ったのである。

２　主な認定事実
①　  甲社は調達した自社採蜜分国内産原材料を一斗缶（いっとかん）に入れて各一斗缶ごとに
採蜜源の花，採蜜時期，採蜜場所を記載して本社倉庫内で保管していた。

②　  甲社は自社採蜜分国内産原材料を調達するほか，他社から国内産原材料を仕入れている。
そして，他社からの国内産原材料も自社採蜜分国内産原材料と同様に一斗缶ごとに採蜜源
の花，採蜜時期，採蜜場所，仕入先を記載し，本社倉庫内で保管していた。また，自社採
蜜分国内産原材料と同様に他社仕入分国内産原材料は，採蜜源の花別に価格の開きがあっ
た。

③　  甲社は国内産のほか，外国産原材料を輸入しているが，採蜜国等別に価格が異なっていた。
また，同じ国で採蜜されたはちみつであっても採蜜源の花の種類ごとに単価が異なってい
た。なお，外国産原材料はドラム缶ごとに採蜜国，採蜜地域，採蜜源の花，完熟か否か，
濃縮か否かを区別できるようにして保管されていた。

（₁₃）  法法 ₁₂₇（₁），TAINS 法人事例 ₀₀₁₁₇₇
（₁₄）  国税庁「昭和 ₄₀ 年分税務統計から見た法人企業の実態」（昭和 ₄₂ 年３月発行）ではおおよそ ₉₀％近い

企業が採用している。古いデータではあるが趨勢は変わらないと考えられる。
（₁₅）  税務訴訟資料第 ₂₆₉ 号順号 ₁₃₂₄₇
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３　福岡高裁の判断
（1）法人税法施行令第 28 条第１項第１号ホに定める「期末棚卸資産をその種類等の異なる
ごとに区別」することについての考え方

　法人税法第 ₂₂ 条第３項第１号は期間損益を正確に把握するために収益とそれを生み出すた
めの費用とは同一の会計年度で計上されなければならないとするいわゆる費用収益対応の原則
を明示している。
　売上原価の額は販売した個々の棚卸資産の売上原価を直接確認することが最も正確な所得計
算となる。しかし，多種・大量な棚卸資産の購入・販売を継続している企業には，個々の原価
を直接確認することは現実的に困難である。そこで法人税法第 ₂₉ 条第１項はこれに代わるも
のとして期末在庫の数量や取得価額を確認・把握・評価をすることによって間接的に期中の売
上原価を把握することとした。そのためには，可能な限り，取得価額が恒常的に近似するもの
を一つの単位として評価額を計算する必要がある。そして，その種類等が異なるごとに細分化
し，区別すればするほど売上原価の額が収益に直接かつ個別的に対応することとなり，費用収
益対応の原則と合致することになる。
　では，どの程度細分化すべきかが問題となるが，判断基準としては，取得価額の恒常的な近
似に加え，当該棚卸資産の品質や型の違い，その企業の取り扱い（管理方法），当該棚卸資産同
士の代替性の有無，その区別の実行可能性等諸事情を考慮して判断されることとなる。法人税
法施行令第 ₂₈ 条第１項第１号ホに定める「期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別」
にいう種類等は，同号ロ（₁₆）の「種類，品質及び型」となるが，これをどの程度細分化すべきか
に関する法律上の定めはないため，上記判断基準が参考となる。

（2）福岡高裁の判断
①　国内産原材料について
　国内産原材料を用いた製品が採蜜源の花の種類に応じて風味や価格が異なることからする
と他社仕入分国内産原材料のみならず，自社採蜜分国内原材料も含めた国内産原材料は採蜜
源の花の種類ごとに，その品質や取得価額は異なってくると推認できる。また，実際に採蜜
源の花の種類ごとに区別して管理されていたことを認定した。
②　外国産原材料について
　外国産原材料の単価は採蜜国等別に開きがあり，その単価は恒常的に異なることが明らか
である。また，採蜜国等別に在庫数量等を管理されており，採蜜国等が異なれば代替性がな
いことや製品等には採蜜国の表示義務があることを認定した。

（₁₆）  法人税法施行令第 ₂₈ 条第１項第１号ホは法人税法第 ₂₉ 条第１項の委任規定である。
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（3）結論
　以上から，原材料であるはちみつを国内産と外国産の２種類に区別して納税者が行った期末
棚卸資産の評価額の計算は支持せず，課税庁が行った国内産原材料については採蜜源の花別に，
また，外国産原材料については採蜜国等別に区別することが合理的であると判示し，納税者の
請求が退けられたのである。

Ⅴ　仕入価額の適正な見積もり

　次に仕入価額に適正な見積価額を適用すべしとした大分地裁平成８年２月 ₂₇ 日判決（₁₇）を検
討する。この事例は，当初の高額な仕入価額と翌期に生じた ₆₀％を超える割戻しに基づく売上
原価の損金算入を否認し，課税庁の算定した見積価額による更正処分が租税法律主義に反しな
いとされた事例である。

１　事案の概要
　甲ガスは都市ガス供給業を営む会社であり，事業年度は４月１日から３月 ₃₁ 日である。

２　副生（ふくせい）ガスの仕入
①　  甲ガスは，乙電工から，都市ガスの原材料となる副生ガスを継続的に仕入れていた。その
仕入取引については継続的供給契約を締結している。

②　  ガスの卸供給事業者である乙電工は，通商産業大臣の認可を受けた料金（認可価格）によ
り，ガスを提供する必要があった。認可申請においては乙電工が積上原価方式で算定する
が実態は甲ガスが要求する価格を乙電工が検証し，認可申請価格とされていた。そもそも
乙電工にとって副生ガスは副産物であり，原価計算すべきものではなかった。

③　  甲ガスは乙電工に対して，まず，前記認可価格相当額による取引を行い，その代金を支払
っていた。

④　  しかし，認可価格と都市ガスの原料ガスの実勢価格との間には価格差が生ずることが多い
ため，認可価格を修正した価格を取引価格とし認可価格との差額を現金で精算する旨の覚
書が取り交わされていた。

⑤　  その際には，仕入れた翌年度に「割戻し」という名目で当該精算金を乙電工は甲ガスに支
払っていた。当該処理は取引開始年度より継続していた。

　  　取引価格は九州地区のプライスリーダーである丙ガスのブタンガス仕入価格より１円低い

（₁₇）  税務訴訟資料第 ₂₁₅ 号 ₆₈₂ 頁
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価格を基本とし，熱量換算して算定する方法を採っていた。
⑥　  精算率は昭和 ₆₂ 年３月期が ₆₂．₈％，昭和 ₆₃ 年３月期は ₆₁．₅₈％と高率であった。
⑦　  乙電工の会計処理では，まず，認可価格を基に売上計上するが，仮価格であるとの認識の
もと新聞や業界誌等から収集した各種情報に基づいて，丙ガスとの取引価格に近い額を見
積もって売上引当金を計上し，その引当金を取り崩して甲ガスに支払う方法により精算処
理していた。

３　ブタンガスの仕入
①　  甲ガスは丁興産ならびにＡ液化ガス外２社から，ブタンガスを継続して仕入れていた。そ
の仕入数量の約９割は丁興産からのものである。

②　  丁興産は，甲ガスの同族会社であり，役員も甲ガスの役員で構成されていた。また，甲ガ
スの経理部長が丁興産の経理責任者を兼ねている。

③　  甲ガスは，ブタンガスを仕入れるに当たっては，まず，当事者間で適宜設定した仕入単価
「精算前価額」に基づき，毎月，供給量に応じた代金を支払うが，その後，適宜過去に遡っ
て精算の合意をした「精算後価額」により，精算金の決済を行っていた。

④　  甲ガスは，丁興産から仕入れていたブタンガスの精算前価額は１キログラム当たりの単価
を昭和 ₆₀ 年 ₁₂ 月 ₂₁ 日以降 ₆₈ 円。昭和 ₆₁ 年８月 ₂₁ 日以降 ₄₉ 円。昭和 ₆₂ 年８月 ₂₁ 日
以降 ₄₉ 円。平成元年２月 ₂₁ 日以降 ₂₈ 円とし，丁興産に支払った。

⑤　  甲ガスは，仕入れたブタンガスについて，昭和 ₆₁ 年４月から同年８月までの供給分につ
いて１キログラム当たり ₁₉ 円。昭和 ₆₃ 年１月から同年８月までの供給分について ₁₃ 円
の金員を丁興産から，受領し，雑収入処理を行った。

⑥　  その結果，甲ガスが丁興産から仕入れていたブタンガスについて１キログラム当たりの
「精算後価額」単価は昭和 ₆₀ 年 ₁₂ 月 ₂₁ 日以降 ₄₉ 円となっている。一方，Ａ液化ガス等
の「精算後価額」単価は ₂₄ 円から ₂₉ 円となっていた。丁興産とそれ以外の仕入先とでは
「精算後価額」に大きな差異が存在し，その結果，丁興産が他社と比較して極めて有利な
取引条件で甲ガスに納入していた。逆にいえば甲ガスはＡ液化ガス外２社からの仕入に比
べて相当割高な原料ガスを同族会社である丁興産から仕入れていたことになる。

４　課税庁による処分と大分地裁の判示
（1）乙電工からの仕入れた副生ガスの仕入について
①　課税庁による処分内容
　甲ガスは乙電工から仕入れた副生ガスの仕入価額を損金の額に算入したところ，課税庁はそ
の価額が売上原価として未確定であると認定し，西日本地域から甲ガスの同業５社を抽出し，
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それらのブタンガスの仕入価額のうち最も高額なＢ社の仕入価額を基に一定の算式により算定
した価額をもって甲ガスの副生ガスの仕入価額と認定した。そして，昭和 ₆₂ 年３月期と昭和
₆₃ 年３月期について，認定した仕入価額を超える金額を仕入価額の過大計上であるとして所
得金額に加算するとともに昭和 ₆₃ 年３月期において昭和 ₆₂ 年３月期の加算額同額を減算した。

②　大分地裁の判示
　甲ガスと乙電工の副生ガス取引価格は，取引開始当初より，認可価格による取引が行われ，
甲ガスは乙電工に認可価格によって算定したその代金を支払ってきた。しかし，認可価格と実
勢価格との間には価格差が生ずることが多いため，このような場合には，新たに修正した価格
を取引価格とし，認可価格との差額を現金で精算する旨の覚書を両社間でその都度取り交わす
方法が継続的に行われてきた。
　精算金の支払いは，昭和 ₆₂ 年３月期の精算率が ₆₂．₈％，昭和 ₆₃ 年３月期の精算率が
₆₁．₅₈％と高率であり，しかも，ほぼ甲ガスの請求額どおりに精算されてきた。
　さて，副生ガスは乙電工にとって，無価値な副産物であるばかりか投棄するにも多大な費用
が発生することから，本来，通常の商品価格になじみにくいこと，さらに副生ガスの供給先は
甲ガスだけであり，独占的需要者という特殊事情があった。また，乙電工は認可価格が仮価格
であることを前提とした会計処理を行っていたこと等の理由から，ガス事業法上の認可価格を
もって法第 ₂₂ 条第３項第１号の「売上原価」と評価するのは相当ではないと判示されたので
ある。
　なお，甲ガスは仕入割戻金（₁₈）について事業年度終了後の割戻し交渉により新たに実現したも
ので仮価格の精算ではないと主張したが割戻し率が極めて高率な上，仕入先との精算に関する
覚書には仕入割戻しに関する記載がないことから，総合的に見て本件仕入割戻金が事業終了後
の新たな合意に基づく仕入割戻しであるとは解されないとされた。
　つまり，仮価格による仕入価額を基礎とした売上原価は認めず，適正な見積価額によること
を求めたのである（₁₉）。

（2）丁興産から仕入れたブタンガスの仕入について
　上記におけるＡ社の仕入価額をもって甲ガスの仕入価額と認定し，これを超える金額は仕入
価額の過大計上で丁興産に対する贈与であるとし，法人税法第 ₃₇ 条第６項（当時，現行法人

（₁₈）  仕入割戻しは一定期間に多額又は多量の取引をした仕入先からの仕入代金の返礼額等をいうものと解さ
れるが，仕入を前提としたものである以上返礼額等の仕入価額に対する割合にはその性質上一定の限度
があるものと解される。

（₁₉）  鈴木一水「売上原価等の年度帰属と金額決定」税務事例研究Vol. ₁₈₇　₂₃ 頁　₂₀₂₂ 年５月日本税務研究
センター
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税法第 ₃₇ 条第８項）の寄附金として認定した。売上原価等として損金算入される金額は，資
産の実際の購入対価の額ではなく，取得時の適正な時価ということになる。そして，売上原価
等の計上額の測定は，実際に支出がある場合も，取得時の時価ということになる。

（3）結論
　副生ガス仕入価額及びブタンガス仕入価額をいずれも過大計上と認定したことに伴い，昭和
₆₂ 年３月期の期末棚卸資産のうちの過大計上分を同期の所得金額から減算するとともにこれ
に対応する昭和 ₆₃ 年３月期の所得金額に加算した。

補足
　以上の地裁判示について，甲ガスに課税の繰り延べ又は利益調整の意図があった場合は論外
ではあるが，割戻金とそれに伴う会計処理についてその継続性や申告時までに事実関係を確認
できる時間的余裕があったかどうか。また，「高額な割戻し」に該当するか否かについてその
判断基準が明確になっていないことから，法人が継続的に健全な会計慣行によって企業利益を
適正に算出しているかどうかという点が重要視されるべきであるとする見解もある（₂₀）。

５　大阪地裁昭和 57 年 11 月 17 日判決
　ここで砂利採取跡地の自然環境回復植林等に要する費用の性格について争われた事例を記し
ておきたい。
　当判決では「原価」について会計学上，製造活動，販売活動，物品の保管・管理などの経営
の諸活動に関連して発生する経済価値の消費であり，財貨又は用役の提供のために製造・販売
などの経営目的に関連して消費される経済価値であり，正常な状態のもとで消費される経済価
値であるとし，また，原価計算基準も「原価とは，経営における一定の給付にかかわらせて，
把握された財貨又は用役……の消費を貨幣価値的に表したものである」とされていることから，
自然環境回復費は会計学上の原価の本質を内在していると判示した。
　さらに法人税法上の売上原価については，法人税法第 ₂₂ 条第３項で規定されているが，そ
の定義には特別な規定はなく，同条第４項で「売上原価等の額は一般に公正妥当な会計処理の
基準に従って計算されるものとする」とされるところから，会計上の売上原価と基本的に同旨
とされる（₂₁）。
　なお，自然環境回復費を原価として損金算入するには，年度末において合理的に見積もるこ

（₂₀）  占部裕典・喜多綾子　「仕入価額の適正な見積りと超過部分の否認」税経通信 ₅₆ 巻 ₁₂ 号（₂₀₀₁ 年９月）
₂₅₂ 頁

（₂₁）  渡辺淑夫・山本清次編集『法人税基本通達の疑問点〔５訂版〕』（ぎょうせい，₂₀₁₂ 年）₁₄₇ 頁
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とができる金額が計上されるべきであるとしつつ，その後，より合理的な算定方法が発見され，
それを当時の客観的な事実に関係に当てはめて計算し直すとき，従前とは異なった見積金額が
算出される場合には，事後修正を認めることになる。修正額は修正時の損益とされる（₂₂）。

Ⅵ　低価法の適用

　繰り返しになるが，法人税法における低価法とは，期末棚卸資産をその種類（売価還元法に
より算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあっては，種類等
又は通常の差益の率）の異なるごとに区別し，その種類の同じものについて，原価法に掲げる
方法のうちいずれかの方法により算出した取得原価により評価した価額と当該事業年度終了の
時における価額とのいずれか低い価額をもってその評価額とする方法をいう（法令 ₂₈ ①ニ・
法法 ₂₉）。
　低価法は慣行的評価思考である保守主義の観点から理由づけられており，実務界から広く支
持されている。各国の税法も低価基準の適用に伴う評価損を例外なく課税所得の計算上損金に
算入する建前をとっている（₂₃）。
　さて，低価法の採用に当たって留意すべき点をまとめると次の３つとなる。
①　  低価法の時価の算定方法
②　  低価法の単位の取り方
③　  低価法を採用した場合の期末実際原価と時価の差額の処理方法

１　低価法の時価の算定方法
（1）税務上の取り扱い
　法人税法施行令第 ₂₈ 条第１項２号の「当該事業年度終了時の価額」とは当該事業年度終了
の時に売却するとした場合に通常付される価額とされる。これは一般的に正常な条件により第
三者間で取引されたとした場合における価額と解され，法人税基本通達 ₅‒₂‒₁₁ は当該事業年
度終了の時にその棚卸資産を売却するものとした場合における通常付される価額であることを
明らかにしているものと説明される（₂₄）。また，「売却するとした場合に通常付される価額」と
は，通常付される価額から見積販売直接経費を控除した正味売却価額となる（法基通 ₅‒₂‒₁₁
注）。
　一方，製造業における原材料等のように製造工程に投下されていない棚卸資産については，

（₂₂）  鈴木・前掲注（₁₉）６～９頁で詳細に解説されている。
（₂₃） 「連続意見書第四」第一の三の１
（₂₄）  松尾・前掲注（₈）₅₉₂ 頁
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未だ新たな付加価値が付与されていないことから，再調達原価の方が把握しやすく，当該原材
料等の正味売却価額が当該再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には，その最終
仕入価額や再調達原価とおおむね一致すると考えられる（企業会計基準第９号第 ₁₀ 項）。

（2）棚卸資産の評価に関する会計基準
　₂₀₀₈ 年４月１日以降に開始する事業年度からは，企業会計基準第９号「棚卸資産の評価に関
する会計基準」が適用され，新しい解釈の低価法が強制適用された。基準における「時価」と
は公正な評価額をいい，市場価格に基づく価額をいう。市場価格が観察できない場合には合理
的に算定された価額を売価とする。
　これには期末前後での販売実績に基づく価額や契約に定められた一定の売価を用いる場合も
含むとされている（企業会計基準第９号第８項）。
　基準では，原則として正味売却価額を時価と考え，貸借対照表価額としている。ただし，製
造業における原材料等のように再調達原価の方が把握しやすく，正味売却価額が当該再調達原
価に歩調を合わせて動くと想定される場合には，継続して適用することを条件に例外として再
調達原価を適用することを認めている。

（3）正味売却価額
　正味売却価額とは，売価（売却市場の時価）から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を
控除したものをいう。ここで売価とは，売却市場における市場価格に基づく価額であり，この
ような市場価格が存在しないときには，合理的に算定された価額をいう。棚卸資産の種類によ
り種々の取引形態があるが，ここでいう取引形態には，取引参加者が少なく，当該企業のみが
売手となるような相対取引しか行われていない場合まで含む。そのため，合理的に算定された
価額には観察可能でなくとも売手が実際に販売できると合理的に見込まれる程度の価格を含む
ことに留意する必要がある（企業会計基準第９号第 ₃₄ 項）。
　通常の販売目的（販売するための製造目的を含む）で保有する棚卸資産は，取得価額をもっ
て貸借対照表価額とし，期末における正味売却価額が取得価額よりも下落している場合には，
当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。
　なお，正味売却価額は最終的な投資の成果の確定が将来の販売時点であることから，期末に
おいて見込まれる将来販売時点の売価によることが適当とされる（企業会計基準第９号第 ₄₁
項 ₄₂ 項）。

（4）再調達原価
　製造業における原材料等のように再調達原価の方が把握しやすく，正味売却価額が当該再調
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達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には，継続して適用することを条件に再調達原
価（最終仕入原価を含む）によることができる（企業会計基準第９号第 ₁₀ 項）。
　再調達原価とは購買市場と売却市場とが区別される場合における購買市場の時価に購入に付
随する費用を加算したものをいう（企業会計基準第９号第６項）。なお，重要性を考慮して含
めないものとすることができる（企業会計基準第９号第 ₅₀ 項）。税務上も間接付随費用につい
てはこれらの費用の合計額が当該棚卸資産の購入代価の３％以内の少額である場合には，重要
性の原則等の観点から，その取得価額に算入しないことができるとされる。
　この判定単位については棚卸資産の種類等の異なるごとに行うことができる。棚卸資産の種
類等とは，棚卸資産の種類，品質及び型の別をいうがさらに事業所別に異なる評価方法を選定
している場合は事業所ごとの種類等を同じくする棚卸資産ごとにその判定をすることができ
る（₂₅）（法基通 ₅‒₁‒₁）。
　いずれにしてもここで最も重要と考えられるのは低価法によって期末時価の下落分は回収不
能原価分とみて切り捨て，回収可能額のみを期末評価額とするものであることから，次期に損
失を出さないように期末の資産価額を決めなければならないことである。

（5）大量仕入の事例
　甲社ではカントリーリスクや医療リスク等あらゆるリスクに備えるために ₁₀ 年分の在庫を
持つ必要があった。そこで今回，期末近くで同種の原材料価格が３分の１に下落した機をとら
え，大量に輸入したため，この価格が最終仕入価格となったのである。最終仕入原価法が認め
られないことがあるのか確認したい。
　法人税法施行令第 ₂₈ 条第１項第二号では，「当該事業年度終了の時における価額」が規定さ
れ，この価額は時価であり，一般的には正常な条件により第三者間で取引された場合における
時価と解釈されている。この時価は平成 ₁₈ 年７月５日に公表された「棚卸資産の評価に関す
る会計基準」における「正味売却価額」とおおむね同一と考えられている。
　仮に低価法の期末評価額を考えた場合，正常な第三者間で取引されたとした場合の価格であ
るため，事実関係を検討して異常値を排除したところの価額によるべきとされる（₂₆）点に注意が
必要であろう。
　補足として，平成 ₁₉ 年度税制改正で低価法における時価についてそれ以前は再調達価額で
あったが当該事業年度終了の時における価額に改正された。この改正の趣旨は会計上と税務上
の時価を一致させるところにある（₂₇）。

（₂₅）  松尾・前掲注（₈）₅₇₃ 頁
（₂₆）  渡辺・山本・前掲注（₂₁）₂₉₅ 頁
（₂₇）  成松洋一『Ｑ＆Ａ　法人税の身近な論点を巡る実務事例集』大蔵財務協会 ₂₀₁₉ 年 ₁₃₁ 頁
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２　低価法の単位の取り方
　低価法における低価の事実の判定は，棚卸資産の種類等の同じもの（棚卸資産を通常の差益
の率の同じものごとに区分して売価還元法を選定している場合には，通常の差益の率の同じも
のとする）について行うべきである。
　ただし，法人が事業の種類ごとに，かつ，法人税法施行令第 ₂₉ 条第１項に規定する棚卸資
産の区分ごとに計算することも認められている（法基通 ₅‒₂‒₉）。

３　低価法を採用した場合の期末実際原価と時価の差額の処理方法
（1）洗替法と切放法
　差額の処理方法として洗替法と切放法がある。税務上，従来は両方法の選択適用が可能であ
ったが平成 ₂₃ 年６月の税制改正により，切放法を認めていた根拠規定（旧法令 ₂₈ ②）が削除
され，切放法が廃止された。この理由として税制調査会議事録（₂₈）に過度に保守的ではないかと
の記述がある（₂₉）。

（2）棚卸資産の評価に関する会計基準における処理方法
　棚卸資産の評価に関する会計基準第 ₁₄ 項において洗替法と切放法のいずれかの方法を棚卸
資産の種類ごとに選択適用できるとされる。これは棚卸資産の種類別に簿価の切り下げの要因
が異なることや洗替法と切放法のいずれかが実務上簡便であるかに関しては企業により異なる
ことから継続適用を要件にいずれの方法も認めている（₃₀）。

（3）法文上の規定
　現行の法人税や関連政省令には低価法は洗替法によるべきであるが切放法の適用を認めない
旨の明文規定はない。一方，短期売買商品や売買目的有価証券に適用される時価法にはあって
は洗替法によることが明文で明らかにされている（法令 ₁₁₈ の８①，₁₁₉ の ₁₅ ①）。また，会
計上は，洗替法も切放法も認められていることから，切放法を禁止する明文規定がない以上，
切放法の適用について議論があるところである（₃₁）。

（₂₈）  平成 ₂₂ 年第 ₁₀ 回税制調査会議事録（平成 ₂₂ 年 ₁₁ 月 ₁₆ 日）
（₂₉） 「棚卸資産の切放低価法の廃止でございますが，棚卸資産の評価方法は幾つかございますけれども，期

末に評価が下がった場合に下落後の価格のまま帳簿につけておいて，その後，時価が回復しても計上し
ないという切放低価法というものがございますが，過度に保守的ではないかという指摘もあるものです
から，この廃止を検討してはいかがかというものでございます」

（₃₀）  企業会計基準第９号 ₅₆～₅₉ 項
（₃₁）  成松・前掲注（₂₇）₁₂₈～₁₂₉ 頁
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【回答】

　法人は，棚卸資産の評価の方法につき，法人の実態に応じて選定単位を事業所別に又は法人
税法施行令第 ₂₉ 条第１項に定める棚卸資産の区分をさらにその種類の異なるごと及びその他
合理的な区分ごとに細分してそれぞれの異なる方法を選定することができる（法人税基本通達
₅‒₂‒₁₂）。棚卸資産の評価方法としては（₁）原価法（₂）低価法（₃）特別な評価方法がある。原
価法はさらに６つに区分される。そして，６種類の原価法及びこれを基礎としたそれぞれの原
価法と組み合わせて低価法となる。その中で御社は最終仕入原価法を基礎とした低価法を選択
し，継続適用されている。
　最終仕入原価法（法令 ₂₈ ①（₁）ホ）は，その種類等の異なるごとに区別し，その種類の同
じものについて，当事業年度の最後に仕入れた棚卸資産の単価を棚卸資産全体の単価とする方
法である。計算は簡便であるが同時に期末近くにおける時価の暴騰，暴落が評価額に大きく影
響を与えてしまう。
　事例によれば，当該事業年度の下半期に原材料の仕入価額が暴騰したため，その単価が棚卸
資産全体の評価となる。したがって，事例のような価格の高騰時には名目的な利益が含まれて
計算され，実態を反映しないケースが生ずる可能性は大きい。その結果，ストレートに課税所
得を押し上げてしまう。特に原材料の場合，製造過程投入前であり，付加価値は全く付いてい
ない。また，担税能力を担保する資金的裏付けもない。税務面のみならず，財務面でもその打
撃は大きい。
　解説で取り上げた大分地裁平成８年２月 ₂₇ 日判決は仕入価額に適正な見積価額を適用すべ
しとされた事例である。御社の仕入取引にかかわる商慣習について，その特殊性ならびに実態
を反映していないことが明らかであると客観的に説明できる場合には，見積価額による評価額
によることが，より合理性のある評価であると考えたいが，同時にその判断については慎重に
考えざるを得ない。
　次に低価法の適用を検討するが，低価法（法令 ₂₈ ①二）は棚卸資産を種類の異なるごとに
区別し，その種類等の同じものについて原価法の各方法により算出した取得価額と当該事業年
度終了時の価額を比較し，いずれか低い価額をもってその評価額とする。
　現行制度の上では，法人税法施行令第 ₂₈ 条第１項二号の「当該事業年度終了時の価額」と
は当該事業年度終了の時に売却するとした場合に通常付される価額とされ，これは一般的に正
常な条件により第三者間で取引されたとした場合における価額と解されている。さらに法人税
基本通達 ₅‒₂‒₁₁ は当該事業年度終了の時にその棚卸資産を売却するものとした場合における
通常付される価格であるとの解釈を加えている。
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　ただし，当該事業年度終了時の価額とは当該事業年度終了の時に売却するとした場合に通常
付される価額から見積販売直接経費を控除した正味売却価額となる（法基通 ₅‒₂‒₁₁）が，この
場合，期末において見込まれる将来販売時点の売価に基づく正味売却価額によることが適当で
ある。棚卸資産会計基準においても期末における正味売却価額の見積もりについては，将来の
販売時点における売価に基づき算定されるべきものと記されている。
　あくまでも私見ではあるが事例のように相場性の強い原材料でしかも次年度には相場が急降
下する可能性が過去の実績からみて高いことが見込まれている場合，本来，正味売却価額は，
あくまでも将来販売時点の見込みであることから，期末時点の正味売却価額そのものを用いる
ことには疑問が残る。そのような場合には，期末時点の売価ではなく，たとえば期末付近や合
理的な一定期間における平均的な売価に基づく正味売却価額など，合理的に算定した価額を利
用することを考えたい。事例においては，低価法における時価の金額が争点になるため，客観
的説明資料として，時価の根拠資料を揃えるために事実関係・業界情報・過去の値動きの情報
や参考資料を幅広く入手し，過去のデータに基づく精緻な分析検討を加え，異常値を排除した
ところでの正常な条件により，第三者間で取引された場合の価格を見積もり，適用することが
最も合理的な時価の算定であると考える。生成AI 等の利用も視野に入れるべきであろう。
　時価の算定には様々な要素がかかわるため，実務上の煩雑さ・複雑さは避けられないもので
はあるが積極的に低価法を活用することが中小企業の財務健全性の確保ならびに経営安定化に
資するものと考える。国税当局には企業の根幹にかかわる経営的問題の一つと捉え，弾力的な
運用を望みたい。
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所得税における青色申告をめぐる若干の紛争例

大阪府立大学名誉教授　田中 治

事 例

１　Pは，ある診療所で内科医の医業を営む医師で，青色申告者である。内科医業に係る
年間の売上（収入）金額は，約１億 ₈︐₀₀₀ 万円である。当該診療所では，看護師である P
の妻を含め，常時，３人から４人の看護師を雇用していた。Pの妻は，長年，看護師業務
のほかに，看護師兼事務長として，医療行為以外の種々の業務に従事していた。その業務
は，会計事務，消耗品の買出し，社会保険料および労働保険料の算定，労務管理および採
用・離職手続，税理士への対応，診療報酬改定に伴う研修や特定健診の説明会への参加，
薬剤の在庫管理，在宅医療の際の自動車を用いた送迎，近隣を含めた外部への対応，清掃
や雪かき等の環境整備，トラブル処理等の役割を担うものであった。
　問題となったのは，平成 ₂₈ 年分から ₃₀ 年分の所得税の計算に関し，Pが，事業に従事
した妻に支払った各年の ₁︐₈₀₀ 万円（給料月額 ₁₀₀ 万円）の青色事業専従者給与の必要経
費該当性である。この専従者給与の額は，関与税理士とも相談の上で決めたものとされる。
とはいえ，使用人たる看護師はタイムカードにより管理されていたが，妻についてはタイ
ムカードはなく，ほかに妻が労務に要した時間および労務内容を記録した客観的資料はな
い。
　処分行政庁は，類似同業者給与比準方式（業種，業態の同一性，事業所の近隣性，事業
規模の近似性などの抽出基準により類似同業者を抽出し，当該類似同業者が配偶者その他
の親族に支給した給与額の平均額を算出して，問題となる給与と比較する方式）により推
計し，これにより得られた金額（平成 ₂₈ 年分および ₂₉ 年分につきいずれも ₈₂₁ 万円，平
成 ₃₀ 年分につき ₇₉₂ 万円）を超える部分は「労務の対価として相当であると認められる」
ものとはいえず，必要経費に算入することはできないとして，増額更正処分等を行った。
　Pに対する本件課税処分は適法か。
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２　Qは，宅地建物取引業，建設業等を営む個人事業主で，青色申告者である。従業員は，
その事業専従者である妻を含め２人である。平成 ₂₀ 年において，Qの所得税の税務調査に
際して，Qは平成 ₁₈ 年分，₁₉ 年分に係る総勘定元帳を提出した。当該総勘定元帳は，Qの
事務員が，領収証等に基づいて作成した売上げ，仕入れ等の入出金状況等を記録した「業
務出納帳」 および一般経費についての出金状況を記録した「事務所出納帳」の各データと
預金通帳のコピーを基に，関与税理士が作成したものであった。平成 ₂₄ 年に再びQに対
する税務調査があり，そこで調査担当職員は，平成 ₁₇ 年分ないし ₁₉ 年分に係る総勘定元
帳の提示をも求めたところ，関与税理士は，先行調査後に廃棄したかもしれない，実際の
ところ保存していない，と回答した。その際，Qの事務職員は，かつて自分が関与税理士
に対して送った「出納帳」に係るデータ等では総勘定元帳の代わりにならないのか等を尋
ねたところ，調査担当職員は，関連の帳簿書類の保存期間は７年である，「出納帳」は帳簿
ではないため総勘定元帳の代わりにならない，などとしてその申出を退けた。その後，処
分行政庁は，Qに対して，税務調査の際，調査に必要な各年分の総勘定元帳の提示を求め
たにもかかわらず，提出がなかったとして，Qの青色申告承認の取消処分をした。
　Qに対する本件取消処分は適法か。
３　Rは，不動産貸付業を営む個人事業主で，青色申告者である。事業の記帳および申告
については，長年にわたって税理士に依頼してきたところ，当該税理士は，市販されてい
る振替伝票の用紙に不動産所得に係るRの取引を記載し，取引の発生順につづって，自身
の事務所に保管するとともに，これに基づき確定申告を適正にしてきた。不動産所得に関
する伝票には，①賃貸料収入について，取引年月日，金額，相手先または物件名および借
方科目（現金，銀行口座または未収金の別），②費用について，取引年月日，金額，相手先，
修繕費，保険料等の科目および貸方科目（現金，銀行口座または未払金の別）が記載され
ていた。
　このような状況の下で，①直近の年分の確定申告において，当該税理士の事務員が確定
申告書を期限内に申告することを失念し，１か月提出が遅れた。この場合，Rの青色申告
承認は取り消されるべきか。また，②申告後の税務調査において，調査担当職員が，現金
出納帳の提示を求めたところ，当該税理士は帳簿形式の現金出納帳は作成していなかった
ので，作成していないと回答するとともに，現金出納帳に代わるものとして伝票のつづり
があることの説明もせず，提示もしなかった。この場合，Rの青色申告承認は取り消され
るべきか。
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Ⅰ　はじめに

　本稿は，所得税において，青色申告をめぐる若干の紛争例について検討するものである。青
色申告をめぐる近時の紛争例の中で興味深いものとして，一つは，青色事業専従者給与の適正
額をめぐるものがある。もう一つは，処分行政庁による青色申告承認取消処分の適法性をめぐ
る問題がある。
　事例１は，青色事業専従者給与の支給額が必要経費として認められるか否かを争うものであ
る。そこでは基本的に，青色申告者の配偶者その他の親族に支給する給与の額が，「その労務
の対価として相当」（所得税法 ₅₇ 条１項）かどうかが問題となる。また，必要経費に算入する
ことができない「相当」でない金額をどのようにして算定するかも併せて問題となる。
　事例２および事例３は，青色申告承認取消処分が適法かどうかを争うものである。事例２は，
青色申告者に求められる備え付けるべき「帳簿書類」とは何か，および，これを「保存する」
とはどのような意味なのか（所得税法 ₁₄₈ 条），が問題となる。すなわち，所得税法 ₁₄₈ 条が備
え付けることを求める帳簿書類の範囲をどのように考えるか，および，帳簿書類の「提示」と
「保存」との関係をどのような考えるか，が問われることになる。
　事例３は，税理士による不適切な税務処理によって，青色申告承認の取消しが左右されるか
どうかを問うものである。例えば，調査担当職員とのやりとりの中で，関与税理士が，現金出
納帳に代わるものとしての伝票のつづりがあることの説明もせず，提示もしなかった場合には，
帳簿書類の保存がないものとして，当然に納税者の青色申告承認が取り消されてよいのか，な
どが問題となる。税務代理の法的性格をどのように考えるかも併せて問題となる。

Ⅱ　青色申告の仕組みと青色申告承認取消制度

　本稿に必要な限りで，青色申告制度の仕組みやその取消しの要件について概観する。

（1）青色申告制度の目的と仕組み
　青色申告制度は，昭和 ₂₅ 年にシャウプ勧告に基づいて導入された。正確な帳簿書類に基づ
いた正確な申告を奨励するために，所定の帳簿書類を備え付けているものに限って，青色の申
告書を用いて申告することを認め，青色でない白色申告者には認められない各種の特典を与え
る制度である（₁）。
　青色申告は，税務署長の承認により認められる。青色申告は，法人税ならびに不動産所得，
事業所得および山林所得を生じる業務を行う個人の所得税について認められる。
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　青色申告には種々の特典があるとされる。例えば，租税実体法では，所得税法上の引当金，
純損失の繰越控除，純損失の繰戻しによる還付等のように，所得税法，法人税法および租税特
別措置法の規定の多くは，青色申告に限って適用される。また，租税手続法上は，青色申告に
対する推計はできず，その帳簿書類を調査して，所得金額の計算に誤りがあると認められる場
合に限って更正ができることとされている。なお，学説の中には，これらを「特典」としてで
はなく，むしろ一般の納税者に当然に認められるべき「権利」として理解すべきだと批判する
ものもある（₂）。
　上記の「特典」との関係で，本稿で問題となるのは，青色事業専従者の給与を必要経費とし
て控除することができる旨の規定である（所得税法 ₅₇ 条１項）。青色事業専従者の労務の対価
として相当であると認められるものは必要経費に算入することができるが，相当であると認め
られないものは必要経費に算入できない。その判別の方法と判断基準は何か，が問題となる
（事例１）。

（2）青色申告承認取消制度
　所得税法は，下記の三つの要件に該当するときは，課税庁は納税者の青色申告承認を取り消
すことができる，と定める（₁₅₀ 条１項）。これは「できる」旨の規定であり，課税庁は，要件
に該当する場合でも，取り消さないことができる。
　その要件とは，①帳簿書類の備付け，記録または保存が財務省令の定めに従っていないこと，
②当該書類について税務署長の必要な指示に従わなかったこと，③帳簿書類の全部または一部
を隠ぺいし，仮装して記載等し，その他その真実性を疑うに足りる相当の理由があること，で
ある。
　なお，この取消要件には，青色申告者が帳簿等を保存しなかった場合については，明文上，
含まれていない。
　他方，一般的な義務の形で，青色申告者は，財務省令で定めるところにより，所定の業務に
つき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得等に係る取引を記録し，かつ，これを保存しなけ
ればならない旨の定めがある（所得税法 ₁₄₈ 条１項）。
　事例２においては，青色申告者が記録しかつ保存すべきことを求められる「帳簿書類」とは
何かが問題となる。また，その保存がない場合には，どのような法的効果が生じるか（青色申
告承認が取り消されるかどうか）は，明文上は定かでないが，この点も問題となる。とはいえ，

 （₁）  金子宏『租税法（第 ₂₄ 版）』₉₆₁ 頁（弘文堂，₂₀₂₁ 年）。ほかに，首藤重幸「青色申告の制度の目的と沿
革」日税研論集 ₂₀ 号 ₃₀ 頁（₁₉₉₂ 年），品川芳宣「青色申告制度の歴史的展開と現状」税研 ₁₆₁ 号 ₁₈ 頁
（₂₀₁₂ 年）を参照。

 （₂）  畠山武道「青色申告の承認制度」日税研論集 ₂₀ 号 ₄₀‒₄₃ 頁（₁₉₉₂ 年）。
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事例２では，納税者は税務調査に協力している。この点で，調査非協力，調査時点での帳簿等
の不提示の事案とは異なる。
　青色申告承認取消しの要件として，帳簿等の不提示があると考えるか否かについては，最高
裁平成 ₁₇ 年３月 ₁₀ 日判決（₃）（以下「平成 ₁₇ 年最判」という）を境に，考え方が明確に分かれ
ている。平成 ₁₇ 年最判の前の裁判例は総じて，青色申告制度の趣旨，目的を考慮すると，帳簿
等の不提示は青色申告承認取消処分の要件となると解すべきだとするものが多かったが，他方
で，当該要件は明示的に法定されてはおらず，取消事由の認定は慎重になされるべきであって，
一定の時点においてのみ判断されるべきものではないとする，慎重論を示す裁判例もあった。
　これに対し，平成 ₁₇ 年最判は，消費税法 ₃₀ 条７項にいう「保存要件」の解釈をめぐる最高
裁平成 ₁₆ 年 ₁₂ 月 ₁₆ 日判決（₄）等の考え方を，青色申告承認取消しをめぐる紛争にそのまま持
ち込んで，帳簿等を「適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存」していなかった
場合には，青色申告承認取消しは適法だとし，従来の裁判例の一部に存在した，青色申告承認
取消しの際の慎重論を排斥した。事例２との関係では，形式的に見て，納税者により，総勘定
元帳の提示がなかったことを根拠に，青色申告承認が取り消されてよいかどうか，が問題とな
る。
　また，関与税理士の不適切な行為が，納税者本人の青色申告承認の取消しを帰結するかどう
かも，条文上は定かでない。事例３は，そのような問題を取り扱うものである。
　この場合，青色申告承認の取消要件として，確定申告書を期限内に提出しなかったことが定
められているかどうかが問題となる。この点，所得税の場合と法人税の場合とでは，異なる定
めとなっている。所得税法 ₁₅₀ 条は，法人税とは異なり，このような取消要件は定められてい
ない。
　なお，法人税法においては，青色申告承認取消処分の際の取消要件は，所得税の場合のそれ
に加えて，確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことを挙げている（法人税法 ₁₂₇
条１項４号）。近時の法人税における青色申告承認取消処分の違法性，違憲性が争われた事
件（₅）においては，申告に関与した税理士法人の担当職員が期限内に提出することを失念し，そ
れを理由に，納税者の青色申告承認が取り消されるに至ったものである。

 （₃）  最判平 ₁₇・３・₁₀ 民集 ₅₉ 巻２号 ₃₇₉ 頁。平成 ₁₇ 年最判前の青色申告承認取消しをめぐる裁判例の動
向については，田中治「青色申告承認取消しの要件該当性と手続の適法性」同志社法学 ₄₅₀ 号 ₄₁‒₄₅ 頁
（₂₀₂₅ 年）を参照。

 （₄）  最判平 ₁₆・₁₂・₁₆ 民集 ₅₈ 巻９号 ₂₄₅₈ 頁。同旨のものとして，最判平 ₁₆・₁₂・₂₀ 判時 ₁₈₈₉ 号 ₄₂ 頁
（滝井繁男裁判官による反対意見が付されている）。

 （₅）  最判令６・５・７判タ ₁₅₂₃ 号 ₆₆ 頁。税理士法人による不適正な申告によって納税者の青色申告承認取
消しが正当化されるか否かにつき，その第一審である福岡地判令４・₁₂・₁₄ 税資 ₂₇₂ 号順号 ₁₃₇₈₉ を
参照。
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Ⅲ　青色事業専従者給与の適正額の算定方法

１　争点
　本件専従者給与の額が，所得税法 ₅₇ 条１項の「労務の対価として相当であると認められる」
ものか否か。「労務の対価として相当であると認められる」ものでない場合，適正給与相当額
はいくらか。

２　類似判決の検討

（1）類似判決の論理
　事例１に類似する事案を取り扱うものとして，長野地裁令和４年 ₁₂ 月９日判決，およびそ
の控訴審である東京高裁令和５年８月３日判決がある（₆）。当該事件においては，開業医である
納税者（原告，控訴人）が，平成 ₂₈ 年から平成 ₃₀ 年分の所得税に関し，自己の配偶者に対し，
看護師長および事務長として従事した対価として支払った青色事業専従者給与の各年額 ₁︐₈₀₀
万円につき，その一部の必要経費該当性を否認してした処分行政庁の増額更正処分等の取消し
を求めたものである。処分行政庁が認定した適正給与相当額の認定方法と大きさは，事例１の
場合と基本的に同様である。
　令和４年の長野地裁判決は，次のように述べる。
①本件専従者給与の額の相当性について
　「青色事業専従者に支払った給与の額が，労務の対価として相当と認められるものとして事
業所得等の計算上必要経費に算入することが認められるのは，所得税法 ₅₇ 条１項及び同法施
行令 ₁₆₄ 条１項の掲げる上記の各事情を踏まえ，当該青色事業専従者に支払った給与の額と提
供された労務との対価関係が明確であるものに限られるというべきである。」
　「本件配偶者は，本件看護師使用人と比較すると多様な業務に従事しており，看護師長兼事
務長として責任のある業務を担当し，かつ，その労務に従事した時間も多大であったものと見
受けられ，それらの状況を原告，本件配偶者及び乙税理士において総合的に考慮した結果とし
て，本件専従者給与の額が決められたことがうかがわれる。
　しかしながら，本件配偶者の労務内容や労務の量を客観的に示す証拠は断片的なものしかな
く，それらが具体的に明らかであるとはいい難い。上記認定事実によっても，以下のとおり，
労働時間，業務の多様性，責任や精神的負荷の大きさ等が具体的にどのように考慮されて支給

 （₆）  長野地判令４・₁₂・９税資 ₂₇₂ 号順号 ₁₃₇₈₅，東京高判令５・８・３税資 ₂₇₃ 号順号 ₁₃₈₇₂。
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額に反映されたのか，本件配偶者に対する給与の額が徐々に増加していった経緯等も含めて判
然とせず，本件専従者給与の額は，本件配偶者の労務と対価関係が明確であるとはいえない。」
　「原告は，本件調査において，本件配偶者は普通の３倍働いている旨を説明しているところ，
本件専従者給与の額は，本件看護師使用人の給与の最高額（₄₆₉ 万 ₄︐₅₉₉ 円）の３倍（₁︐₄₀₈ 万
₃︐₇₉₇ 円）を優に超えており，上記説明自体単なる感覚の域を出ないものといって差し支えな
い。なお，看護師長と事務長を兼ねているから給与の額が ₁．₅ 倍になる旨の原告の指摘（……）
についても同様である。」
　「また，乙税理士が提供した本件参考資料は，単なる統計上の数値を示すものにすぎず，こ
れをもって本件専従者給与の額と本件配偶者の労務の対価関係が明らかになるものではない。」
　「本件各変更届出書によれば，原告が本件配偶者に支払う青色事業専従者給与の月額は，本
件配偶者が看護師資格を得て本件事業に従事し始めたことがうかがわれる平成 ₁₅ 年４月以後
の月額 ₄₅ 万円から，平成 ₁₈ 年１月以後は月額 ₇₀ 万円，平成 ₁₉ 年１月以後は月額 ₈₀ 万円，
平成 ₂₁ 年１月以後は月額 ₁₀₀ 万円と漸増しているところ，この間，『仕事の内容・従事の程
度』欄の記載は，一貫して看護師，事務及び経理というものであって，平成 ₁₅ 年４月以降変更
はないし，この間に本件事業が拡大するなど，本件配偶者の業務が特段に増加したような事情
も格別うかがわれない（……）。そうすると，平成 ₁₇ 年 ₁₂ 月までは月額 ₄₅ 万円であった支給
額が，僅か３年余りで２倍以上に増額となった経緯についても，その具体的理由は全く不分明
であり，その観点からも，本件専従者給与の月額 ₁₀₀ 万円と労務の対価関係は明らかであると
はいい難い。」
　「以上の検討によれば，本件専従者給与の額 ₁︐₈₀₀ 万円が，本件配偶者の労務の対価として
相当であるとは認められない。」
②本件における適正給与相当額について
　「本件配偶者の労務内容や労務の量を具体的に認定することができず，本件専従者給与の額は，
本件配偶者の労務との対価関係が明らかでない以上，処分行政庁が推計計算によって本件にお
ける適正給与相当額を算出したことは相当である。」
　「処分行政庁は，類似同業者給与比準方式を採用し，同方式における類似同業者を抽出する
に当たり，類似同業者の抽出基準を，原告と同じ業種（内科医業），類似する収入規模（年間の
売上金額が原告の売上金額の２分の１以上，２倍以下），本件診療所と同じ又は隣接する税務
署の管内に事業所を有する個人事業主，かつ，青色申告事業者で，年間を通じて青色事業専従
者給与を配偶者に支払っており，当該配偶者が看護師資格を有する者として設定し，原告との
類似性を確保している。加えて，その所得税等の申告が確定している者を基準として設定し，
災害等の特殊状況下にある者を除外するなどして，資料の正確性も担保しており，その抽出基
準の設定は合理性が認められる。その上で，各税務署長に指示して回答させる方法により，上
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記基準に該当するものを機械的，無作為に収集しているのであって，この過程に恣意性はない。
さらに，その結果収集された類似同業者の数も各年６又は ₁₂ であり，各類似同業者の特殊性
や個別事情等を平均化しうるに足りる数が確保できている。これらを踏まえると，……本件類
似同業者の例については，その信頼性及び原告との類似性は担保されているといえる。
　そうすると，本件平均額は，所得税法 ₅₇ 条１項に照らし，適正な青色事業専従者給与額と
評価することができ，処分行政庁が採用した推計方法は合理的なものと認めることができる。」
　なお，平成５年の東京高裁判決は，第一審判決を全面的に支持し，本件納税者の控訴を退け
ている。控訴審において，本件納税者は，来院者や本件診療所における他の被用者らに対する
聞き取りなどの実態調査が欠けているとの違法性の主張を補充した。この点につき，控訴審判
決は，「諏訪税務署の職員は，本件調査において，本件配偶者の労務内容や労務の量について，
控訴人，本件配偶者及び控訴人の関与税理士である乙税理士（乙税理士）に対する聞き取り調
査を行うとともに，同人らから資料等の提出を受けているところ（……），来院者や本件診療
所における他の被用者らに対する聞き取りなどを実施しても，本件配偶者の労務内容や労務の
量等が客観的に明らかになるとは認め難く，本件調査に違法ないし不備があったともいえない
（なお，控訴人は，当審において，本件調査では本件配偶者が労務に従事した時間，労務の性質
及びその程度を把握していないことを立証趣旨として，本件診療所における被用者であるF及
び Gの人証申出をしたところ，当裁判所は，同人らの証言によっても，本件配偶者の労務内容
や労務の量等が客観的に明らかになるとは認め難く，証拠調べの必要性が認められないことか
らこれを却下したものである。）。」と述べて，その主張を退けている。

（2）類似判決の論理の検討
　検討の前提として，二つの点を指摘したい。一つ目は，所得税法 ₅₇ 条１項の趣旨とその存
在理由についてである。所得税法 ₅₇ 条は，同法 ₅₆ 条の例外規定である。所得税法 ₅₆ 条は，シ
ャウプ税制において，個人単位主義ではなく，給与支給等の方法により家族間での恣意的な所
得分割を防止するために世帯単位主義の考え方に基づき導入されたが，昭和 ₂₇ 年の改正にお
いて，青色申告者について専従者控除制度が導入された。この専従者控除は当初は限定的なも
の（５万円を限度とする，配偶者を除く，など）であったが，とりわけ顕著な改正として，昭
和 ₄₂ 年の税制改正において，限度額方式から完全給与制に改められた。もともと，青色事業
専従者給与制度には，青色申告の助成措置や法人企業役員とのバランスなどの配慮があったが，
完全給与制への変更は，基本的には，個人事業主や家族従業員の意識の変化，すなわち，月給
を支払うという慣行も定着し，またそれが不自然ではないとする社会意識の変化，進展に支え
られたものということができる。また，この完全給与制への移行は，専従者の受ける給与は，
業種，業態，規模等によって差異があるはずであり，画一的な限度を設けておくことは実情に
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即さない，という観点から改められたものとされる（₇）。
　今日においても，「親族が事業から受ける対価」については，所得税法 ₅₆ 条が原則的な規定
として存置されているが，事業に専従する親族に関する報酬に関する限り，所得税法 ₅₇ 条１
項がこれに置き換わっており，所得税法 ₅₆ 条はその中枢的内容において空文化しているとい
ってよい（₈）。
　このように考えることができるとすれば，所得税法 ₅₇ 条１項は，青色事業専従者給与につ
いて，通例の必要経費該当性の判断を求めているということができる。当該給与が，所得税法
₃₇ 条の必要経費の要件を満たしているかどうかの問題ということになる。すなわち，青色事業
専従者の労務に従事した期間，労務の性質やその提供の程度からみて，その労務の対価として
相当であると認められる金額が，必要経費として控除されるのであるから，青色事業専従者給
与の労務対価性につき，事実に基づき判断する必要がある。その判断においては，所得税法 ₅₆
条の解釈適用において問題となりうる，家族間における恣意的な所得分割があるかどうかは考
慮の範囲外ということになる。
　二つ目は，青色事業専従者が提供した労務の対価として相当であるかどうかを，どのように
判断すべきかである。労務の対価として相当な金額は，確定的な金額として常に一義的に決ま
るものではなく，かなり相対的なものといってよいであろう。また，適切な給与であるかどう
かは，業種，業態，規模等によって決まるものであり，またその適切さの幅もありうるであろ
う。
　青色事業専従者が提供した労務の対価として相当な金額であるかどうかの判断基準として，
所得税法 ₅₇ 条１項は，「その給与の金額でその労務に従事した期間，労務の性質及びその提供
の程度，その事業の種類及び規模，その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給す
る給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められ
るもの」を必要経費に算入するものとする。所得税法施行令 ₁₆₄ 条は，委任規定である上記の
文言とほぼ同じ文言を定める。
　まず，青色事業専従者給与の支給が過大かどうかは，一義的にいうことは困難であり，個別
の状況に左右されると思われる。被用者として，青色事業専従者が所定の労務を提供し，それ
に対して，労務提供の対価として使用者により給与が支払われているという事実が存する限り，
基本的には，親族関係を考慮することなく，その給与支給は適正なものとして尊重されるべき
である。基本的に，労務提供とそれに対する対価支払の関係を形成するに当たり，給与の大き
さをいくらにするかは当事者の自由な合意によって形成されるべきものだからである。また，
労務提供の事実がないにもかかわらず形式的に「給与」が支払われるとか，労務提供の十分な

 （₇）  武田昌輔監修『DHCコンメンタール所得税法』₄₂₃₁ 頁（第一法規，加除式）。
 （₈）  注解所得税法研究会編『注解所得税法（６訂版）』₁₁₁₈ 頁（大蔵財務協会，₂₀₁₉ 年）。
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基礎を欠く明らかに過大な給与の支払があるとかの場合には，贈与またはみなし贈与として，
所得税とは別の課税関係が生じることになるであろう。
　次に，課税庁が，青色事業専従者給与が過大であると判断する場合の，判断基準および方法
が問題となる。この場合，判断基準は，所得税法 ₅₇ 条１項に係る法令の定める諸要素を総合
勘案することになるが，どの要素をどれだけの比重で考察するかによって，結論は左右される
であろう。
　その際，基本は，当該青色事業専従者が提供した実際の労務の量と質に対して，相当な給与
となっているかどうかであろう。同じ事業所での他の従業員が支払を受ける給与との比較も，
参考となるかもしれない。同じ被用者として，金額に差があるとすれば，当該青色事業専従者
にどのような特殊性や貢献度があるかが問われることになる（₉）。さらに，同種の事業でその規
模が類似するものに従事する者が受ける給与が判定基準の一つに掲げられており，また現に，
類似同業者の平均額を適正給与相当額とする例が見られる（本件もそうである）が，この判断
基準はあくまで考慮要素の一つにすぎないというべきである。所得税法 ₅₇ 条１項が，所定の
政令で定める「状況に照らし」と定めるように，類似同業者における給与の支払は，問題とな
る青色事業専従者給与につき「労務の対価として相当であると認められるもの」を考慮する際
の「状況」の一つであるにすぎないからである。
　類似判決の論理を検討する。第一に，上記判決は，本件配偶者が看護師兼事務長として多様
な労務に従事し，その労務に従事した時間も多大であることを関係者間で「総合的に考慮した
結果として，本件専従者給与の額が決められたことがうかがわれる」としつつも，本件配偶者
の「労働時間，業務の多様性，責任や精神的負荷の大きさ等が具体的にどのように考慮されて
支給額に反映されたのか」，判然とせず，本件専従者給与の額は，「本件配偶者の労務と対価関
係が明確であるとはいえない」として，必要経費該当性を否定する。
　問題は，上記の「明確である」とは，どのような状況をいうのか，何が具体的に明らかであ
ることが必要なのかである。この点，上記判決の求める明確性の対象と程度は必ずしも具体的
に示されているとはいえない。一般に，提供される労務と給与との関係が明確で合理的である
ことは望ましいとしても，例えば「責任や精神的負荷の大きさ」が明確に給与に反映されてい
ないと，青色事業専従者給与の適正性が確保できない，とまでいいうるかどうかについては，
疑問が残る。
　また，上記判決は，本件配偶者は普通の３倍働いているとの納税者側の主張を退ける上で，
本件看護師使用人の給与の最高額（₄₆₉ 万円）を基準に，本件配偶者の給与の大きさはその３
倍を優に超えており，「上記説明自体単なる感覚の域を出ないものといって差し支えない」と

 （₉）  近藤雅人ほか『個人事業者のための必要経費判定事典（改訂版）』₁₀₂ 頁〔近藤雅人〕（ぎょうせい，₂₀₁₃
年）。
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いう。しかし，この論理には，本件配偶者が事務長として労務を提供したという事実の認識が
抜け落ちており，単なる感覚論だとして完全に退けうる程の説得力はないように思われる。判
決はまた，本件配偶者が看護師長と事務長を兼ねているから，その給与決定において参考とし
た俸給表の該当金額を ₁．₅ 倍したという本件納税者の説明についても，同様に感覚の域を出な
いものだとして退けている。とはいえ，₁．₅ 倍が適切かどうかはともかく，本件納税者が，本
件配偶者が看護師長と事務長を兼ねているという特殊性を加味して本件配偶者の適正な給与を
決定しようとしたことにつき，全て感覚の域を出ない，とまでいいうるかは相当に疑問である。
　さらに，本件控訴審判決は，本件診療所における被用者の人証申出につき，それをしても本
件配偶者の労務の量等が客観的に明らかになるとは認めがたいとして，却下している。しかし，
本件配偶者の労務の提供と給与との間の適正な対価関係を明らかにする試みとして，人証はそ
れなりに有益と思われる。裁判所が，「客観的に明らかになるとは認め難」いかどうかという
大きなハードルを課した上で，それなりに有益と思われる人証申出を排斥するのは，提供され
た労務と支払われた給与との相当性に関して，多少なりとも明らかになるかもしれない機会を
失することになり，疑問が残る。
　第二に，上記判決は，本件専従者給与の額は提供された労務との対価関係が明らかではない
として，推計計算によって適正給与相当額を算出したことは相当である，とする。すなわち，
青色事業専従者給与の適正額を算定するために採用された類似同業者給与比準方式で推計を行
い，類似同業者の平均額を超える部分の必要経費該当性は認められない，とするものである。
　このような推計方式の合理性については，本件を含めて，裁判所は基本的に支持をしてきた
が，他方，その方式の合理性については学説上異論もある（₁₀）。本件との関係で，若干の疑問と
して次のようなものがありうる。
　一つは，類似同業者の選定である。判決は，「当該配偶者が看護師資格を有する者」としてい
るが，本件配偶者は，看護師兼事務長として労務を提供しているところからすれば，文字どお
り類似しているといえるかといえば，そうではないであろう。
　二つは，類似同業者における青色事業専従者が支払を受けた給与額の平均額をもって適正給
与相当額とすることが妥当かどうかである。本件裁判所も認めているとおり，本件配偶者によ
る労務提供の内容は多様であって相当の時間に及んでいるようであり，それに着目すると，
「平均額」をもって適正給与相当額とすることはかえって不適切ということになる。
　事案によって種々であるが，本件のような推計計算の適否を取り扱った裁判例の中には，給
与の平均額ではなく，最高額を基準にすることを認めた例（₁₁），過度の抽象化を避ける観点から
して，上位半分の平均額と比較するのが相当であるとした例（₁₂）などがある。このように考える

（₁₀）  法人税の過大役員給与の認定の場面に関するものであるが，大淵博義『法人税法解釈の検証と実践的展
開（第３巻）』₂₀₇ 頁以下（税務経理協会，₂₀₁₇ 年）。
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と，単純な給与の平均額をもって上限額とするかのような取扱いは必ずしも相当ではない，と
いうことになる。適正な給与額には合理的な幅があると考えらえること，また本件配偶者の労
務が管理職の性質を帯び，あるいは事務長としての労務が別に存在することなどを考えると，
単純な平均額への依拠は，過度の抽象化であって，説得力を欠くように思われる。

３　事例１の検討
　既に述べたように，所得税法 ₅₇ 条１項および同法施行令 ₁₆₄ 条１項は，青色事業専従者給
与が当該青色事業専従者の「労務の対価として相当である」ことを求めている。その相当性を
どのように認定し，あるいは証明するかが問われることになる。
　その相当性がどれだけ明らかであるかが問題となるが，求められる，その明確性の程度につ
いて一般論でいうのはかなり難しいものがある。少なくとも，係争の対象となる納税者に対し
て，他の青色申告者に求められる，青色事業専従者に対する給与支払の明確さを超えた過大の
負担を課すのは，衡平を失するであろう。また，適正給与相当額については，もともと被用者
の給与水準は，事業規模や事業内容によって異なり，本来使用者が自由に決めることができる
ものであって，その合理性には一定の幅があるということもできる。
　確かに，事例１において，青色事業専従者である Pの妻との間で，看護師としての労務提供
に対する雇用関係（賃金，労働時間その他の労働条件）を示す雇用契約書や事務長としての労
務提供に関する同様の雇用契約書等は存在しないようである。また，現実に，Pの妻が看護師
として実際に提供した労務の内容，時間等や事務長として実際に提供した労務の内容，時間等
もそれほど明確ではないようである。このような状況では，Pが支給した給与が「労務の対価
として相当である」かどうかの判断は容易ではないかもしれない。とはいえ，この場合，処分
行政庁の聞き取りの対象が，P，その妻および関与税理士にとどまってよいものでもないであ
ろう。診療所における他の被用者の証言等も，適正給与相当額を算定する上で有益と思われる。
　類似同業者給与比準方式による推計計算も，倍半基準による比準対象の絞り込みとその比準
対象の平均額による判定という方法は，それなりの合理性はありうるものの，絶対的なもので
はない。状況によっては，その方法に修正を加えた上で適用することが適切な場合もあるであ
ろう。
　このように考えると，事例１における課税処分は，違法とはいえないとしても，十分な適法
性を備えているとまではいえないように思われる。

（₁₁）  過大役員給与の認定に関して，東京地判平 ₂₈・４・₂₂ 税資 ₂₆₆ 号順号 ₁₂₈₄₉，東京地判令２・１・₃₀
判タ ₁₄₉₉ 号 ₁₇₆ 頁等。上記の東京地判令和２年判決につき，田中治「判批」TKC 税研情報 ₃₃ 巻３号
₁₅ 頁（₂₀₂₁ 年）を参照。

（₁₂）  鳥取地判平 ₂₇・₁₂・₁₈ 税資 ₂₆₅ 号順号 ₁₂₇₇₅，広島高松江支判平 ₂₉・３・₂₇ 税資 ₂₆₇ 号順号 ₁₃₀₀₂
（税理士業を営む個人がその妻に支払った青色事業専従者給与の必要経費該当性が争われた事件）。
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　一般に，納税者としては，その証明の程度を一義的にいうのは困難であるが，紛争を避ける
ためにも，適正給与であることの適切な証明手段（賃金等の労働条件を明記した雇用契約書，
労務の具体的な内容を記載した業務日誌，出退勤の日時を打刻したタイムカード，法定時間
外・休日労働による割増賃金の支給状況を示す文書など）を可能な限り用意することが求めら
れるであろう。なお，青色事業専従者給与に係る課税処分を争う場合には，本人訴訟ではなく，
代理人弁護士を依頼することが適切であろう（₁₃）。一般に，代理人弁護士の下で争う場合，問題
の給与が必要経費性を持つこと，あるいは課税庁による適正給与相当額の推計が相当ではない
ことなどに関して，より説得力ある主張，立証がなされうると思われるからである。

Ⅳ　帳簿書類の提示要件と備え付けるべき帳簿書類の意味

１　争点
　青色申告承認取消処分の際に，帳簿書類に関して通例問題となるのは，①青色申告者が備え
付けるべき帳簿等とは何か，および②その帳簿等を提示しなかった場合には，それを提示しな
かったというだけで，青色申告承認が取り消されることになるのか，である。
　事例２に類似する裁決事案では，主として，青色申告者が備え付けるべき「帳簿書類」の意
義と範囲は何か，が争われている。

２　類似裁決の検討

（1）類似裁決の論理
　事例２に類似する事案を取り扱ったものに，国税不服審判所平成 ₂₅ 年 ₁₁ 月１日裁決（₁₄）があ
る。類似裁決において，なぜ帳簿の提示が問題となるかというと，課税庁の主張によれば，納
税者が所定の期間の総勘定元帳を提示すべきところ，当該総勘定元帳がない，あるいはそれを
廃棄した等の理由で総勘定元帳の提示がないことを問題視するものである。とはいえ，当該裁
決は，帳簿等の提示の問題ではなく，所得税法によって備付けが義務づけられた帳簿書類とは
何か，あるいは，所得税法は必ず総勘定元帳の備付けを求めているのか，という論点に集約し
て，判断をしている。
　本件裁決は，帳簿の提示に関して，法令解釈の一般論として次のように述べる。
　「所得税法第 ₁₄₈ 条第１項は，青色申告の承認を受けた居住者に対し，財務省令で定めると

（₁₃）  上記の類似判決は，本人訴訟で遂行されたようである。当該納税者は，最後に上告受理申立てをしたが，
上告受理申立期間を徒過したことを理由に，当該申立ては却下された。

（₁₄）  国税不服審判所裁決平 ₂₅・₁₁・１裁決事例集 ₉₃ 集 ₁₃₁ 頁。
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ころにより，帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録すべきことはもとより，これらが行
われていたとしても，さらに，税務職員が必要と判断したときにその帳簿書類を検査してその
内容の真実性を確認することができるような態勢の下に，帳簿書類を保存しなければならない
こととしているというべきであり，居住者が税務職員の同法第 ₂₃₄ 条の規定に基づく検査に適
時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかった場合
は，同法第 ₁₄₈ 条第１項の規定に違反し，同法第 ₁₅₀ 条第１項第１号に該当するものというべ
きである。」
　「もっとも，青色申告承認の取消処分が納税者に対して相当の不利益を課する処分であるこ
とに加え，上記……のような青色申告承認の取消事由が法規上明文をもって規定されていない
こと等からすれば，そのような取消事由の認定に当たっては，一定の慎重さが要求されるもの
というべきである。
　すなわち，納税義務者の帳簿書類の提示拒否の事実の有無は，一定の時点においてのみ判断
されるべきものではなく，原処分庁の行う調査の全過程を通じて，原処分庁側が帳簿書類の備
付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったにもかかわらず，
その確認を行うことが客観的にみてできなかったと考えられる場合に，取消事由の存在が肯定
されるものと解するのが相当である。」
　「以上に述べた青色申告制度の趣旨及び青色申告承認の取消しの意義や所得税法第 ₁₅₀ 条第
１項柱書及び同項各号の規定の内容からすれば，同項各号に規定する事由が認められる場合に，
青色申告の承認を取り消すかどうかは，基本的には税務署長の合目的的かつ合理的な裁量に委
ねられているということができる。しかし，その裁量権の行使は，上記青色申告制度の趣旨及
び青色申告承認取消しの意義に照らし，かつ，実際上，個人として事業所得等を生ずべき業務
を行う納税者の帳簿書類の備付け，記録及び保存の水準は，その業種，業態，経営規模等を反
映した一定の限界を有するものとならざるを得ないことに鑑みれば，青色申告承認取消処分を
するかどうかの判断に当たっては，原処分庁において，納税者に係る所得税法第 ₁₅₀ 条第１項
第１号に該当する帳簿書類の備付け，記録の不備の程度，内容，その不備に基因する当該納税
申告に係る信頼性の破壊の程度等を総合的に考慮して，それが真に青色申告による納税申告を
維持させるにふさわしくない内容，程度に達しているものといえるかどうかという観点からこ
れをすべきものであって，納税者に係る帳簿書類の備付け，記録の状況が同条第１項第１号に
該当するものであったとしても，そのことのみを根拠として，直ちに本件青色取消処分が税務
署長の合目的的かつ合理的な裁量に委ねられた範囲内にあるものであることを基礎づけること
はできないといわなければならない。」
　次に，青色申告承認のために備え付けるべき帳簿について下記のように述べる。
　所得税法 ₁₄₈ 条１項およびこれを受けた所得税法施行規則 ₅₆ 条ないし ₆₄ 条は，「青色申告
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者に対し，所定の取引を正規の簿記の原則に従い，整然と，かつ明瞭に記録し，その記録に基
づき，貸借対照表及び損益計算書を作成し，また所定の記載方法に従った仕訳帳，総勘定元帳
その他必要な帳簿を備えるべきことなどを定めている。」
　「しかしながら，個人の青色申告者全員について，仕訳帳，総勘定元帳その他必要な帳簿書
類を備え付け，これにその所得に係る資産，負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の
簿記の原則に従い，整然と，かつ，明瞭に記録し，その記録に基づき，貸借対照表や損益計算
書等の作成を求めることは，到底できるものではない。そこで，所得税法施行規則第 ₅₆ 条第
１項ただし書及びこれを受けた大蔵省告示は，青色申告者の帳簿書類について，簡易な記録の
方法及び記載事項により帳簿書類（以下，当該帳簿を『簡易帳簿』という。）を作成することが
できる旨定めており，これによれば，青色申告者であっても，必ずしも仕訳帳や総勘定元帳を
作成し，備え付ける必要はないのである。」
　「そうすると，確定申告書に貸借対照表の添付がなく，また，総勘定元帳を作成しない，いわ
ゆる簡易帳簿しか備え付けられていない場合であっても青色申告の承認の要件を満たすものと
解するのが相当である。」
　「そうであるところ，……請求人が当審判所に提出した本件各出納帳を基礎として総勘定元帳，
青色申告決算書ないし確定申告書が作成されていると認められること，さらに，本件各出納帳
のうちの本件業務出納帳は，請求人の事業に基因する取引に係る領収証等を基礎として作成さ
れ，売上げ並びに売上原価に係る仕入れ及び外注費等について，取引年月日，取引の相手方名，
取引金額及び給付，役務の内容がある程度明確に記載されており，また，本件事務所出納帳は，
請求人の事業に係る一般経費について，取引年月日，取引の相手方名，取引金額及び勘定科目
がある程度明確に記載されていることが認められる。
　そうすると，請求人が当審判所に提出した本件各出納帳は，所得税法施行規則第 ₅₆ 条第１
項ただし書及びこれを受けた大蔵省告示において，同規則第 ₅₆ 条ないし第 ₆₄ 条に規定する帳
簿等に代わり青色申告者が作成し保存すべきものとされた（ママ）に係る簡易帳簿としての要
件を満たすものと解される。」
　「請求人に係る帳簿書類の備付け，記録の状況が，所得税法第 ₁₅₀ 条第１項第１号に該当す
るものであったことを認めるに足りず，また，仮に同状況がこれに該当するものであったとし
ても，請求人は従業員２名を有する個人経営者であることや，請求人が当審判所に提出した本
件各出納帳を確認することにより，請求人の売上げ，仕入れ及び経費の内容並びに金額を調査
することが可能であったと認められることから，請求人に係る帳簿書類の備付け，記録及び保
存の不備が，請求人の業種，業態，経営規模等を考慮してもなお，真に青色申告による納税申
告を維持させるにふさわしくない内容，程度に達しているとは認められない。
　これらに併せて，……調査担当職員が，請求人からの本件先行各年分の本件各出納帳の提示
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の申出を拒否したことからすると，本件調査の全過程を通じて原処分庁が帳簿の備付状況等を
確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力をしたとは認められず，所得税法第
₁₅₀ 条第１項第１号に即して，請求人が平成 ₁₈ 年分の帳簿を保存していなかったと認めるに
足りる十分な根拠のないまま本件青色取消処分に及んだといわざるを得ない。」
　このように考えると，「本件青色取り消処分については，その余の点について判断をするま
でもなく違法であり，取り消しを免れない。」

（2）類似裁決の論理の検討
　類似裁決の論理は，総じて，なぜ青色申告承認取消処分をするのか，その取消要件を解釈し
適用する上で配慮または考慮すべき点は何かにつき，示唆的で重要な指摘をするものといって
よい。
　第一に，裁決は，青色申告承認取消処分において，帳簿の不提示がもたらす法効果および取
消処分をするかしないかの裁量の存在について言及する。まず，帳簿の不提示に関しては，本
件裁決は，基本的に最高裁平成 ₁₇ 年３月 ₁₀ 日判決（₁₅）と同様に，税務職員が調査をするに当た
り，適時に提示することが可能なように態勢を整えて所定の帳簿等を保存することが必要であ
るとする。とはいえ，すぐその後で，青色申告取消処分が納税者に相当の不利益を課すもので
あることや帳簿等の不提示そのものが青色申告承認取消しの要件として法定されていないこと
を考えると，青色申告承認の取消しにおいては「一定の慎重さが要求されるものというべきで
ある」とする。裁決は，「一定の慎重さ」の意味として，提示拒否の事実の有無の判断は「一定
の時点においてのみ判断されるべきものではなく」，課税庁が帳簿等の備付け状況等を確認す
る上で「社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったにもかかわらず，その確認を行うこ
とが客観的にみてできなかったと考えられる場合に」おいて，取消事由の存在が肯定されるも
のと解するのが相当だとする。
　また，青色申告承認取消処分における課税庁の裁量に関しても，実際に，個人として事業所
得等を生ずべき業務を行う納税者の帳簿等の備付け等の「水準は，その業種，業態，経営規模
等を反映した一定の限界を有するものとならざるを得ないことに鑑みれば」，備付けや記録の
不備の程度，内容，その不備による信頼性の破壊の程度等を総合的に考慮して，「それが真に
青色申告による納税申告を維持させるにふさわしくない内容，程度に達しているものといえる
かどうかという観点からこれをすべきものであ」る，という。
　このような裁決の法令解釈は基本的に妥当だと考える。それは，①青色申告承認の取消しが
納税者に与える不利益は大きいこと，および，②青色申告承認の取消要件において帳簿等の不

（₁₅）  前掲注（₃）。
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提示が明示されていないことへの配慮が重要と思われるからである。裁決はまた，③帳簿の不
提示の事実の有無は，一定の時点ではなく，調査の全過程を通じて判断されるべきこと，また，
帳簿等の提示拒否の有無は，課税庁側が社会通念上当然に要求される程度の努力を尽くした上
で初めて取消事由として肯定される，ともいう。このような考え方は，課税庁による取消事由
の認定の際の慎重さとそのための努力を求めるもので，相当というべきであろう。さらに裁決
は，④現実の帳簿の備付け，保存等には業種，業態，経営規模等を反映した一定の限界があり，
その現実と限界の存在への配慮が必要であって，承認取消しの際には，「真に青色申告による
納税申告を維持させるにふさわしいかどうか」という実質判断が求められる，とするものであ
る。これは，過度の形式的，画一的判断によって青色申告承認を取り消すことは相当ではない
との考え方を示すものということができる。この考え方は，青色申告者の帳簿書類等の記帳，
保存状況に関する現実的な認識を背景とするものと思われる。必要以上に形式的要件の不充足
を理由として，青色申告承認取消処分をすることへの警鐘というべきであろう。裁決のこのよ
うな考え方は，必ずしも平成 ₁₇ 年最判の考え方に従うものではなく，この点においても注目
に値する。
　第二に，裁決は，備え付けるべき帳簿等として，青色申告者であっても，必ずしも仕訳帳や
総勘定元帳を作成し，備え付ける必要はない，とする。これは，所得税法施行規則 ₅₆ 条１項た
だし書きの規定が定めるところ（原則的な規定に定めるところに「代えて，財務大臣の定める
簡易な記録の方法及び記載事項によることができる」旨の規定）であり，法令の合理的な解釈
から当然に導かれるものといえる。このようにして，裁決は，請求人が当該審判所に提出した
各出納帳は，売上げや売上原価等につき，取引の年月日，取引の相手方，取引金額および給付，
役務の内容をある程度明確に記載しており，原則的な帳簿等に代わり，青色申告者が作成し保
存すべきものとされた簡易帳簿としての要件を満たしていると認定している。
　裁決はさらに，本件の調査担当職員が，請求人からの本件先行各年分に係る本件各出納帳の
提示の申出を拒否したことを捉えて，これは処分行政庁が帳簿の備付け状況等を確認するため
に社会通念上当然に要求される程度の努力をしたとは認められず，十分な根拠のないままに青
色申告承認取消処分に及んだものと判断している。裁決のこのような判断も説得力があると思
われる。

３　事例２の検討
　類似裁決の検討で既に述べたように，Qの事務員が作成した出納帳は，総勘定元帳に代わり
うる，簡易帳簿の要件を満たすというべきである。それにもかかわらず，総勘定元帳でないと
受け付けないという調査担当職員の形式的な対応は，明らかに違法というべきである。そのよ
うな対応を経てなされた青色申告承認取消処分は違法であり，取り消されるべきである。
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Ⅴ　税理士の不適切な対応による承認取消しの適法性

１　争点
　基本的な争点は，処分行政庁が現金出納帳などの書類が一切作成されていないとして青色申
告の承認を取り消したことは，違法または不当かである。
　なお，事例３に示した，関与税理士の事務員が確定申告書を期限内に提出しなかったことを
理由に，納税者の青色申告承認が取り消されるか否かという設問は，別件（後述）の法人税に
係る青色申告承認取消処分を参考に設例したものであり，この要件は所得税法 ₁₅₀ 条の青色申
告承認取消しの要件には定められていないものである。

２　類似裁決の検討

（1）類似裁決の論理
　事例３に類似する裁決は，国税不服審判所平令 ₂₂ 年 ₁₂ 月１日裁決（₁₆）である。まず，本裁決
は，本件処分の違法性の有無について次のように述べる。
　「青色申告制度は，誠実かつ信頼性のある記帳をすることを約束した納税義務者が，これに
基づき所得額を正しく算出して申告納税することを期待し，かかる納税義務者に特典を付与す
るものであり，青色申告の承認の取消しは，この期待を裏切った納税義務者に対しては，いっ
たん与えた特典をはく奪すべきものとすることによって青色申告制度の適正な運用を図ろうと
することにあるものと解されるところ（東京地方裁判所昭和 ₃₈ 年 ₁₀ 月 ₃₀ 日判決），この青色
申告の承認の取消しは，形式上所得税法第 ₁₅₀ 条第１項各号に該当する事実があれば必ず行わ
れるものではなく，現実に取り消すかどうかは，個々の場合の事情に応じ，処分庁が合理的裁
量によって決すべきである（最高裁判所第一小法廷昭和 ₄₉ 年４月 ₂₅ 日判決）。」
　「この点，青色申告の承認の取消処分に係る処理の統一を図るため，国税庁長官が定めた平
成 ₁₂ 年７月３日付課所４‒₁₇ ほか３課共同『個人の青色申告承認の取消しについて（事務運営
指針）』は，『個人の青色申告の承認の取消しは，所得税法第 ₁₅₀ 条第１項各号に掲げる事実及
びその程度，記帳状況等を総合勘案の上，真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合に
ついて行うこと』としているところ，当審判所も，同事務運営指針は，青色申告制度の趣旨及
び青色申告の承認の取消しの意義に照らし，相当であると解する。」
　認定事実として，次のような事実が認められる。請求人の記帳状況として，「請求人の関与

（₁₆）  国税不服審判所裁決平 ₂₂・₁₂・１裁決事例集 ₈₁ 集 ₃₃₉ 頁。
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税理士N（以下『N税理士』という。）は，市販されている振替伝票の用紙に平成 ₁₇ 年分以降
の請求人の不動産所得及び農業所得に係る取引を記載し（以下『本件伝票』という。），それぞ
れの取引の発生順につづって，自身の事務所に保管していた。」
　本件調査担当職員が，N税理士に対して，現金出納帳の提示を求めたところ，「N税理士は，
帳簿形式の現金出納帳は作成していなかったため，作成していない旨回答し，本件伝票が存在
することの説明はせず，提示もしなかった。
　これに対し，本件調査担当職員は，現金出納帳などの帳簿を作成していないので本来なら青
色申告の承認を取り消すのだが，という趣旨の発言をしたが，それ以上，現金出納帳の提示要
求や現金取引の記帳状況についての確認は行わなかった。」本件調査担当職員は，それ以降の
数回の調査においても，上記以外に，「請求人の記帳状況について確認したことはなかった。」
　法令を事実に当てはめた結果，以下のとおり，本件取消処分は違法とはいえないが，不当で
あるので，取り消されるべきである。
　すなわち，請求人およびN税理士は，「本件調査担当職員から現金出納帳の提示を求められ
た際，作成していないと回答したのみで，現金出納帳に代わるものとして本件伝票のつづりが
存在することを本件調査担当職員に告げていないところ，本件調査担当職員が，現金出納帳な
どの帳簿を作成していないので本来なら青色申告の承認を取り消すのだが，という趣旨の発言
をしたのに対し，請求人又はN税理士において，現金出納帳に代わるものとして本件伝票のつ
づりが存在することを告げ，これを提示することは容易であったと認められる。にもかかわら
ず，N税理士が本件伝票のつづりを提示しなかったため，本件調査担当職員が，それ以上現金
出納帳の提示を求めなかったことも無理からぬところである。」「以上によれば，請求人の帳簿
書類の備付け，記録及び保存は，財務省令に従って行われていないものというべきであり，所
得税法第 ₁₅₀ 条第１項第１号の青色申告の承認の取消し事由に該当する事実があると認められ
るから，本件取消処分は違法とはいえない。」
　次に，本裁決は，本件取消処分の不当性の有無について次のようにいう。
　青色申告の取消しは，「所得税法第 ₁₅₀ 条第１項各号に該当する事実及びその程度，記帳状
況等を総合勘案の上，真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合について行うべきであ
る。」
　「請求人は，……不動産所得に係る事業のほとんどを J 社又は不動産管理業者を介して行っ
ており，その収入及び費用は若干の取引を除き定額であり，かつ，賃貸料収入の大部分が銀行
口座への振込みであることから，請求人が本件伝票のほか，通帳及び領収書等を集計して計算
した本件各年分の所得金額は，十分正確性が担保されていると認められ，帳簿書類の備付け及
び記録の不備により請求人の申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえない。」
　「また，本件調査担当職員は，……調査の当初に現金出納帳の存否を確認した以外には，請
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求人の記帳状況について具体的な聴取り等の調査を行わず，その後は，専ら J社との間の取引
状況の調査に終始していたことが認められるところ，請求人及びN税理士は，……本件調査担
当職員から提示を求められた資料については，提出に応じているから，仮に，本件調査担当職
員が，請求人又はN税理士に対し，日日の現金取引の状況を確認できる資料の提出を具体的に
要求していれば，本件伝票の存在及び記帳状況を確認することは十分に可能であったというべ
きである。
　そうすると，請求人が自発的に本件伝票の存在を主張しなかった，又は提示しなかったから
といって，直ちに原処分庁が請求人の記帳状況を確認できない状態であったとは認められず，
青色申告者が帳簿書類の調査に正当な理由なくこれに応じないため，その備付け，記録及び保
存が正しく行われていることを税務署長が確認することができないとき（……）に該当すると
まではいえない。」
　「以上の事情を総合勘案すれば，本件は，真に青色申告を維持するにふさわしくない場合と
までは認められないから，本件取消処分は，不当な処分と評価せざるを得ず」，本件処分は不
当であるから，これを取り消すべきである。

（2）類似裁決の論理の検討
　第一に，類似裁決は，本件青色申告承認取消処分は違法ではないが，不当だとして取り消し
ている。不服審査をする場合の審査庁は，違法判断のみならず，処分の不当性についても判断
することができる（行政不服審査法１条１項）。ここでいう不当性は，違法ではないが，制度の
趣旨，目的に照らし裁量権の行使が適正を欠く場合，あるいは，裁量の逸脱または濫用に至ら
ない程度の不合理な裁量の行使がある場合をいう（₁₇）と考えられている。
　裁決は，本件の違法性については，①一般に，伝票は，取引事実を記載する紙片ではあるが，
帳簿そのものではない，②N税理士が，現金出納帳に代わるものとして本件伝票のつづりを提
示しなかったために，本件調査担当職員がそれ以上現金出納帳の提示を求めなかったことも無
理からぬところである，として，所得税法 ₁₅₀ 条１項 ₁号の取消要件に該当するから，本件取
消処分は違法とはいえないとする。
　その上で，裁決は，青色申告承認取消しは，各種の事実関係を総合勘案した上で，真に青色
申告を提出するのにふさわしくない場合について行うべきものであるとの判断基準に依拠する。
裁決は，①取引のほとんどは本件伝票に記載されている，②請求人は，簡易な記録の方法等に
よって記帳を行おうとしているものと認められ，仕訳帳，総勘定元帳の作成は要しないもので
あることからすると，請求人が本件伝票を整然かつ明瞭に整理していれば，財務省令で定める

（₁₇）  宇賀克也『行政法概説Ⅱ（第７版）』１頁（有斐閣，₂₀₂₁ 年），芝池義一『行政救済法』₂₄₃ 頁（有斐閣，
₂₀₂₂ 年）。
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要件を充足したといえる，③請求人およびN税理士は，提示を求められる資料については提出
に応じているところから，仮に，本件調査担当職員が，日々の現金取引の状況を確認できる資
料の提出を求めていれば，本件伝票の存在とその記帳状況を確認することは十分に可能であっ
たというべきである，等を総合勘案すれば，本件は，真に青色申告を維持するにふさわしくな
い場合とまでは認められないから，本件取消処分は不当な処分として，取り消されるべきであ
るとする。
　以上のとおり，裁決は，本件青色申告承認取消処分は，ごく形式的にいえば，所得税法 ₁₅₀
条１項１号の要件に当たり，適法といいうるとした後に，その形式性を自ら否定するものであ
る。すなわち，青色申告制度の普及を図り，申告納税制度の基盤を強化しようとする制度の趣
旨から見て，形式的に取消しをすることは相当ではないとする。具体的，現実的に事実関係を
考えると，①請求人が簡易な記録の方法等によって記帳，保存等を行おうとしていること，②
請求人の申告納税に対する信頼が損なわれているとまではいえないこと，③課税庁の対応如何
では，本件伝票の存在等は容易に確認できる状態であったことなどから，本件取消処分は不当
であるとするものである。
　裁決のこのような対応は，個人の青色申告の水準や，納税者の努力や意欲にも配意したもの
で，現実的で合理的な結果を導いたものということができる。
　なお，本件取消処分には，本当に違法性がないのかどうかは，議論の余地があるであろう。
青色申告制度の趣旨等を目的論的に解釈し，形式的，一律の法の解釈適用が排除されるべきだ
とすれば，違法性があるとの結論もありえなくはないであろう。また，不当とする場合の判断
基準も問題となる。本件の場合は，個人の青色申告承認の取消しに係る事務運営指針に依拠し
ていると思われるが，基準の法的根拠性，その明晰性などの点において，なおも課題を残して
いるといえよう。
　第二に，税務調査において，調査担当職員に対するN税理士の対応は，これだけを形式的に
見れば，所得税法 ₁₅₀ 条１項１号の取消要件を満たす結果を導くかもしれない。N税理士の誤
った，あるいは不適切な行為によって，請求人の青色申告承認が直ちに取り消されることにな
るかどうかは，一つの論点となるであろう。裁決は，N税理士の行為と請求人の行為との区別
を意識することなく，両者を一体として捉えているようであるが，仮に，これがN税理士のみ
の行為によって請求人の青色申告承認取消しがなされた場合に，その処分は適法か否かが問わ
れるであろう。これについては後述する。
　とはいえ，本件の場合には，N税理士の誤った，あるいは不適切な行為は，結果的には，そ
れを上回る程不適切な調査担当職員の不作為によって，結果的にはそれほど問題視されない状
態となっている。
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３　事例３の検討
　事例において，税理士が現金出納帳に代わるものとして伝票のつづりがあることの説明もせ
ず，これを提示することもしなかったからといって，直ちに，所得税法 ₁₅₀ 条１項１号にいう
帳簿書類の備付け，記録または保存が財務省令で定めるところに従って行われていないとはい
えない。事実として，Rは，簡易な記録の方法等によって記帳を行おうとしている。その記録
はおおむね正確であり，Rの確定申告につきその信頼性が損なわれているとまでいうことはで
きない。また，青色申告承認の取消しは，真に青色申告を維持するにふさわしくない場合にお
いてなされることが適切であるとすると，Rの青色申告承認を取り消すべきとまではいえない
であろう（₁₈）。
　なお，確定申告書の提出が，関与税理士の職員がこれを失念したため，１か月遅れたことを
もって，所得税に関して青色申告承認の取消しをすることは許されない。法人税に係る青色申
告承認取消しの要件を定める法人税法 ₁₂₇ 条１項４号には，申告書を提出期限までに提出しな
かったことが取消要件として定められているが，所得税法 ₁₅₀ 条１項１号においては，取消要
件としては掲げられていないからである。
　法人税に関する近時の事件として，申告に関与した税理士法人の担当職員が，２事業年度連
続して，期限内に申告書を提出することを怠ったため，納税者が青色申告承認取消処分を受け
た事案がある。当該事件の第一審判決（₁₉）は，税務代理は，民法 ₉₉ 条にいう代理行為に当たり，
その法律効果は直接本人に帰属するのであるから，税理士の申告は申告名義人である納税者の
行為として取り扱われるものであるとして，課税庁の裁量権の逸脱または濫用はなく，当該取
消処分は適法であるとする。しかしながら，税理士法２条１項１号が，税務代理につき，税務
申告等に際し「代理又は代行すること」をいうと定めるように，税務代理に関し，全て民法上
の「代理」概念で説明できるものではないであろう。税理士業務契約の法的性格についても見
解は分かれ，これを委任または準委任と見る考え方も強い。また，代理人が誠実に本人を代理
していない場合にまで，代理人の行為の結果を単純に本人に帰せしめてよいものでもない（₂₀）。

Ⅵ　おわりに

　本稿では，大きく二つの論点について検討をした。

（₁₈）  橋本守次「裁批」税務弘報 ₆₀ 巻２号 ₁₃₄ 頁（₂₀₁₂ 年）は，帳簿等の備付けや記録が不十分なものにつ
いては，実務では，ほとんど記帳方法の指導で解決され，青色申告承認の取消しが行われることはあま
りないであろうとする。

（₁₉）  福岡地判令４・₁₂・₁₄ 税資 ₂₇₂ 号順号 ₁₃₇₈₉。その控訴審は福岡高判令５・６・₃₀ 判例集未登載
（LEX／DB₂₅₅₉₉₄₂₇），上告審は最判令６・５・７判タ ₁₅₂₃ 号 ₆₆ 頁。

（₂₀）  田中治「判批」TKC税研情報 ₃₃ 巻６号 ₁₀₆ 頁（₂₀₂₄ 年）。
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　一つ目は，青色事業専従者給与につき必要経費として認められる適正給与相当額とは何かで
ある。
　所得税法 ₅₇ 条１項は，親族に対する給与の支給に関する限り，同法 ₅₆ 条の規定を空文化さ
せたものといってよい。支給する給与が必要経費として控除されるにふさわしい適正な金額で
あるかどうか，提供した労務と支給された給与とが労務の対価として相当であるかどうかにつ
き，事実に則して判断されるべきことになる。
　とはいえ，労務の対価として相当かどうかを，どのようにして明らかにするかは，必ずしも
容易ではない。また，その相当性には一定の幅があることにも留意する必要がある。労務の提
供と給与の支給額との関係は，個別性，特殊性があり，およそ労務提供の実態がないとか，一
見してその対価関係が見られないなどの事情がない限り，具体的な支給額の決定はまず尊重さ
れるべきであろう。
　やむをえず，推計によって適正給与額を求めざるをえない場合でも，機械的に，倍半基準で
サンプルを集め，その平均値をもって基準とすることが，かえって現実との乖離をもたらし，
不合理な結果を招くかもしれないというおそれを明確に意識する必要があると思われる。
　個人の青色申告者が，どこまで適正給与相当額を証明できる資料を整備できるかは一概には
いえないとしても，雇用契約書，出退勤の状況を示すタイムカード，業務日誌等の基礎的な資
料を備えることは，課税庁との紛争を回避する上で重要であろう。
　二つ目は，所得税法 ₁₄₈ 条が備え付けることを求める帳簿書類の範囲は何かである。これは，
青色申告者が，仕訳帳や総勘定元帳に代えて，簡易な記録の方法等によって帳簿書類を備え付
ける場合において，特に問題となる。
　実際の青色申告者の記帳水準等を考えると，過度に正式な帳簿書類の備付けや当該書類の記
帳，保存を求めるのではなく，真に青色申告を維持するにふさわしくないかどうかを考えて，
青色申告承認取消しに至るかどうかを判断すべきであろう。納税申告の実質的な適正性を確保
する観点から，帳簿書類が取引の実際を正確に写し取っているかどうかが問われるべきだすれ
ば，いたずらに形式性の維持にこだわることは合理的な対応とはいえない。
　類似裁決として，本稿で検討した裁決例は，そのような適切な配慮をした例として評価され
てよいと考える。
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相続税法における債務控除

早稲田大学名誉教授　首藤 重幸

事例１

　Ａは会社を創業し経営を拡大してきたが，平成 ₂₀ 年９月に死亡した。配偶者もすでに
死亡しているＡは自分の死期が迫っていることを自覚し，死亡する２か月前に，子供の長
男Ｂと次男Ｃ，それに会社の主要な従業員の３名を集めて，ＣにはＡの所有する不動産の
一部を贈与すること，そしてＡが所有する会社の出資の持分の一部を上記の各従業員に贈
与することを告げた。従業員への出資持分の贈与は，ＢとＣが会社の取締役に名を連ねて
いるものの会社の経営に関与していなかったことから，これらの従業員が会社の経営に参
加することで，会社の存続がより確実にはかられるであろうとの考えによるものである。
Ｃへの不動産の贈与は，特にＣから出されるであろう従業員への出資持分の贈与に対する
不満を抑えるためになされたものである。
　上記のＡから贈与の提案があったときには，誰からも異論が出されることはなく，贈与
税については，「贈与税につき，Ｃや従業員（受贈者）に迷惑をかけない」旨がＡから告げ
られていた。そして，不動産の贈与の実行につき，当該不動産の移転登記の手続きも速や
かになされ，出資持分の贈与についても，後にＡの子供から異論が出るのを恐れて，確定
日付きの贈与証書が作成された。なお，贈与税相当額をＡが負担するとの約束は，いずれ
の贈与でも書面では確認されていない。なお，それぞれの手続きはＡの生前になされた。
そして，約束したＡによる贈与税の負担については，Ａが死亡した翌年の３月 ₁₅ 日に，相
続人でもある長男ＢがＡ名義の銀行口座から，贈与税相当額を引き出してＣと従業員に交
付し，同日，それぞれの贈与税が納付された。
　Ａが生前に本件での贈与税については，Ａが負担するとしていたことから，Ａの死亡に
かかる相続税の申告において，Ａの銀行預金から引き出されて交付された贈与税相当額は
債務控除の対象になると考えてよいであろうか。
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事例２

設問① 修理工事代金の債務控除　　配送業を営むＤ社は，Ｅ（被相続人）所有の倉庫を賃
貸して営業を行っていたが，倉庫の土間床が沈下しているのに気付いた。そこで，その修
理工事についてＥに相談したところ，相談してから３か月経過した頃の令和２年５月１日
にＤは，Ｅから修理工事を行う旨の連絡を受けた。
　Ｅは，同年５月７日に本件修理の施工業者のＦ社と，工事着工日を同年５月 ₂₀ 日，工事
請負代金 ₂︐₀₀₀ 万円（支払日：工事終了とその後の工事完了検査合格のあと，目的物の引
き渡しと同時に支払う）とする，本件土間床の修理工事に関する請負契約を締結した。こ
の契約では，Ｆ社の損害を賠償すれば，いつでもＥは契約を解除できる旨も定められてい
た。
　契約成立後も，土間床の沈下がおきている倉庫で事業を続けていたＤから，業務の繁忙
を理由に申し出を受けて，同年５月 ₁₄ 日に修理工事の開始日を同年 ₁₀ 月１日とする請負
契約の変更がなされた。
　修理工事は同年 ₁₀ 月下旬に終了し，契約条件に従って同年 ₁₁ 月 ₁₅ 日に本件請負代金
を施工業者Ｆ社に支払った。なお，被相続人Ｅは，修理工事が開始される２か月前の同年
８月 ₁₀ 日に死亡しており，本件請負代金は相続人が支払った。
　Ｅの死亡にかかる相続税の申告において，相続人は本件請負代金相当額を債務控除の対
象とした。これに対して課税庁は，本件請負代金相当額を，相続開始当時の現況に照らし，
その履行が確実な債務とはいえず債務控除の対象とすることはできないとする更正処分を
行った。
　債務控除の対象にできない理由として課税庁は，次のような点を挙げていた。
　ⅰ） 本件請負契約によれば，発注者は受注者の損害を賠償すればいつでも契約を解除

できるとの条項があることから，本件相続開始後であっても相続人は契約を解除
することができる。しかも修理工事がなされていなかった相続開始の日の時点で
契約を解除しても，相続人が施行者に賠償すべき損害はない。このようなことか
ら，修理請負代金相当額は，相続開始の日の時点において，履行が確実な債務と
はいえず，債務控除の対象とならない。

　ⅱ） 変更された本件請負契約の内容は平成２年 ₁₀ 月１日から修理工事を開始するこ
とであるから，賃借人のＤが被相続人に修理義務の履行を求めることができるの
も同日以降である。このことから，相続開始日（同年８月 ₁₀ 日）の時点において，
本件倉庫の土間床の修理義務は，法律的に強制され，もしくは事実上履行せざる
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　　　  をえない蓋然性のあるものではなく，履行が確実な債務とはいえず，債務控除の
対象にならない。

　本件において相続人が支払った請負代金を債務控除の対象と認めてよいであろうか。

設問② 賃貸借契約の解除に伴う建物収去義務と債務控除　　地主Ｇは，賃貸土地の賃料
の滞納を理由として，賃料の支払いの催告と賃貸借契約の解除通知書をもって，本件被相
続人Ｈとの当該土地の賃貸借契約を解除する意思表示をした。そのうえで，ＧはＨを被告
として，建物を収去し本件土地を明け渡すことを求める訴訟を提起した。この訴訟の係属
中にＨが死亡するところとなったが，訴訟はＨの相続人（本件相続人）によって承継され
た。その後，裁判所は地主による解除の意思表示がなされた時点で有効に賃貸借契約の解
除がなされていることを認めたうえで，Ｇの請求を認めた。
　この判決後に，本件相続人は即座に解体業者と工事代金を ₂︐₀₀₀ 万円とする建物の解
体・収去についての工事契約を締結した（工事代金の支払いは工事完了と同時に支払われ
るものとされた）。本件工事の完了と工事代金の支払いは，本件相続開始の時から１年半
後であった。本件相続人は，Ｈの死亡にかかる自らの相続税の申告において，この契約に
よる工事代金債務は，相続開始の時において履行が確実な債務に該当するとして債務控除
の対象とした。
　これに対して，課税庁はＨの死亡による相続開始の時において，Ｈの建物の明け渡し義
務（債務）は存在するとしても，その明け渡しの具体的方法として建物を収去することや，
それに必要な収去の工事代金は相続開始の時には確定しておらず，明け渡しの義務を収去
ではなく建物を引き渡すという方法で履行することも可能であったのであり，本件の収去
という方法は相続開始後に本件相続人が独自に選択したものであるから，収去の工事代金
である ₂︐₀₀₀ 万円を債務控除の対象とすることはできないとして，これを認めないとする
更正処分がなされた。
　相続開始後に本件相続人が相続財産から支払ったとする建物の収去費用は，Ｈの死亡に
よる相続開始の時における確実な債務として存在しているものとして債務控除の対象とな
るであろうか。

Ⅰ　はじめに

　相続または遺贈（包括遺贈及び被相続人から相続人に対する遺贈に限る）により取得した財
産の課税価格の算出については，この取得した財産の価額から被相続人の債務で相続開始の際
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に現に存する金額を控除することになる（相法 ₁₃ 条１項）。この控除される債務の金額につい
て相続税法 ₁₄ 条１項は，確実と認められるものに限ると規定している。
　相続税をめぐる課税庁と納税者の対立・紛争においては，相続人の主張する債務控除につき，
そもそも被相続人に当該債務が存在するのか（₁）という点とならんで，存在するとしても「確実
と認められる債務」といえるのかが多く問題とされる。

山口地裁昭和 56 年判決
　この確実と認められる債務とは，債務の存在及び債権者による請求その他により債務者につ
きその債務の履行が義務付けられている債権をいうと一般的に理解されている。この場合の義
務付けられているという評価は，法的に義務付けられている場合に限らず，もっと広い，債権
債務関係の成立経緯等からして事実的・道義的に義務付けられているものも含むと理解されて
いる。この趣旨を端的に示す判決として山口地裁昭和 ₅₆ 年８月 ₂₇ 日判決（訟務月報 ₂₈ 巻４
号 ₈₄₈ 頁）があり，その判示部分は以下のとおりである。
　「確実と認められる債務とは，債務が存在するとともに，債権者による裁判上，裁判外の請求，
仮差押，差押，債務承認の請求等，債権者の債務の履行を求める意思が客観的に認識しえられ
る（ママ）債務，又は，債務者においてその履行義務が法律的に強制される場合に限らず，社
会生活関係上，営業継続上若しくは債権債務成立に至る経緯等に照らして事実的，道義的に履
行が義務づけられているか，あるいは，履行せざるを得ない蓋然性の表象のある債務をいうも
の，即ち債務の存在のみならず履行の確実と認められる債務を意味すると解するのが相当であ
る。」（₂）

　この山口地裁判決は一般的な判定基準としては妥当なものと評価されているものと思われる。
しかし，実際の債務控除の紛争事例において，山口地裁の示した一般的な基準で即座に最終結
論が導けるわけではなく，それゆえ，山口地裁の考え方を基礎にしながらも，確実と認められ
る債務か否かの裁判における事実認定において，原審と控訴審で真逆の判定結果が出されるケ
ースも出てくることになる。

 （₁）  債務控除をめぐる債務の存在について，病院経営者（被相続人）の死亡による従業員への退職金が債務
控除の対象となるか（東京高裁平成８年 ₁₀ 月 ₁₆ 日判決，LEX/DB₂₈₀₂₀₁₁₃），税理士（被相続人）の死
亡による従業員への退職金が債務控除の対象になるか等が争われた事例に注目するものとして，新村中
「判決・和解に基づく債務の発生と相続債務トラブル」（税理 ₆₆ 巻 ₁₂ 号，₂₀₂₃ 年）₁₅₀ 頁がある。

 （₂）  高橋靖「相続税における確実な債務」（税務事例研究 ₇₀ 号，₂₀₀₂ 年）₄₂ 頁は，確実と認められる債務の
判定を山口地裁昭和 ₅₆ 年判決が示した基準によるとしながら，実際の個別事案での判定は容易ではな
いことを示唆している。
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評価の３段階構成
　さて山口地裁の示した相続開始時における確実な債務と認めることのできる一般的基準を採
用することにした場合，ここで示された内容は，
ⅰ）債務者による債務の履行が法的に強制される場合（第一段階の判断基準）
ⅱ）事実的，道義的に履行が義務付けられている場合（第二段階の判断基準）
ⅲ）履行せざるを得ない蓋然性の表象のある場合（第三段階の判断基準）
の三段階に区分することができる。確実と認められる債務か否かは，まずは第一段階から検討
していき，それに該当しない場合でも，第二段階の評価に進み，この段階に該当する事実の存
在が認定されなくても，さらに可能性は低くなるであろうが債務控除を認めてもよいと思われ
る第三段階に該当する事実の存在が検討される。そして，上記の第一段階の基準に形式的に適
合する債務の履行を被相続人に義務付ける契約が相続開始日前に締結されて，相続開始日後に
相続人によってその債務が履行されたという場合でも，相続開始日前後の状況により，相続開
始の時の現況において確実な債務と評価できない場合も考えられる。さらに，第一段階の基準
にある「強制」というものの意義を，契約の存在という観点からの拘束性のレベルで考えるの
か，それとも相続開始日後に当該債務存在確認訴訟の判決が出ているとか，さらにはその判決
を踏まえて民事執行の決定が出ているとかのレベルで考えるのかも，相続開始日の前後の現況
によって評価が変わってくる。
　そして，債務控除の可否をめぐる，この三つの段階の判断要素とともに，債務が確実といえ
るかの判断については，この債務の履行をめぐる相続開始後の履行状況等の事情が大きく影響
をする。

もう一つの判断基準（要素）
　今回の本事例研究で設定した問題は，債務が確実といえるか否かを具体的事例で検討しよう
とするものであるが，この相続開始の際に被相続人に現に存するといえる債務が確実と認めら
れるかの判定については，被相続人の債務とされる内容が相続開始後から短期間のうちに，相
続人によって履行されたかなどの，相続開始後の状況が極めて重要な要素となることに注目し
ておく必要がある（₃）。
　相続税法 ₂₂ 条は相続財産の評価の原則につき，「相続，遺贈又は贈与により取得した財産の
価額は，当該財産の取得の時における時価により，当該財産の価額から控除すべき債務の金額
は，その時の現況による。」と定め，相続開始後の事情は相続税の財産評価において考慮され
ないとしているように見える。しかし，相続税の財産評価の場面では，相続により取得した財

 （₃）  下田隆夫・訟務月報 ₃₈ 巻 ₁₂ 号（₁₉₉₂ 年）₂₆₈₁ 頁。
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産の時価の評価も，相続開始後の事情を評価することなくしては客観的に把握することが困難
である場合は少なくない。

相続開始後の事情
　相続財産の評価につき，課税庁も相続開始後の事情を持ち出して，課税庁が主張する相続開
始時（＝相続財産の取得の時）の相続財産の時価の正当性を主張する場合は少なからず見受け
られる。たとえば，債務控除の事例ではないが，近時の事例では次のようなものがある（東京
高裁令和６年８月 ₂₈ 日判決（LEX/DB₂₅₆₂₀₉₇₁））（₄）。
　株式譲渡方式でのM&Aの進行中に，買収される側の企業の非上場株式の大半を保有するオ
ーナー社長が死亡することで，当該株式の相続税評価額が問題とされた事例である。本件の企
業買収においては，買収のための当該株式の譲渡と譲渡予定価格について双方の基本合意が相
続開始前に成立していたが，そこでは，この合意は両者を法的に拘束しないものとされていた。
この企業買収は，相続開始後に相続人が本件株式を従前の合意したものと同一の価格（１株当
たり ₁₀ 万 ₅︐₀₆₈ 円）で譲渡することで完結したが，オーナーの死亡による相続税の申告に当
たって相続人らは，本件株式を類似業種比準額によって１株当たり ₈︐₁₈₆ 円と評価して申告を
行っていた。課税庁は，本件株式評価通達の定めにより評価することは著しく不適当と認めら
れるとして，財産評価通達第１章総則６（以下「総則６項」という）に基づき，個別事情も勘
案して１株８万 ₀₃₇₃ 円と評価して更正処分を行った。
　この更正処分の理由として，課税庁は，相続開始日において合意された取引価格（譲渡予定
価格）が存在し（金融機関等による意見を踏まえている），相続開始後に，その価格で換価され
た本件相続株式の取引価格は客観的交換価値を反映したものと認められ，評価通達が想定する
取引相場のない株式といえる状況にはない，と主張していた。
　相続開始前の基本合意が両者を拘束しないとされていた事案において，相続開始前の基本合
意での譲渡予定価格が客観的交換価値を反映したものであると主張する課税庁にとっては，相
続開始後の事情（譲渡予定価格通りでの株式譲渡）は，その主張を根拠づけるうえで極めて重
要な事実とされたものである（₅）。
　本事例２の設問①で想定している，贈与税相当分の受贈者への贈与という贈与者と受贈者の

 （₄）  この事案では，東京高裁判決とともに，その前審である東京地裁令和６年１月 ₁₈ 日判決（判例タイム
ズ ₁₅₂₉ 号 ₁₆₅ 頁）も，総則６項にかかわる国の主張を認めなかった。

 （₅）  この事例についての東京地裁，東京高裁はともに，更正処分を違法として取り消している。ここでの当
該事例の紹介は，相続財産の評価につき課税庁も，相続税についての自らの課税処分の正当化のために
相続開始後の事情を持ち出すことを確認するためのものであるので，事例の詳細や判決の紹介は省略す
る。この事案の判決の評価については，品川芳宣・TKC 税研情報 ₃₄ 巻１号 ₁₉ 頁，加藤友佳・ジュリ
スト ₁₆₀₇ 号 ₁₀ 頁，拙稿・税研 ₄₀ 巻１号 ₉₃ 頁等参照。
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合意が履行される前に贈与者（被相続人）が死亡したという場合に，相続開始後に贈与者の相
続人がこの合意内容を，どのように履行したかが，相続税の申告における相続税相当額の債務
控除の評価に影響を与えることになる（₆）。本事例２の設問②においても，相続開始前に被相続
人が行った約束や契約による（広い意味での）債務が，被相続人の死亡によって履行されない
ままに，相続開始後にその相続人によって履行されたというケースが設定されている。この場
合の被相続人の債務につき，債務が存在し，確実と認められる債務と評価されるかについては，
上記の評価の三段階構成における基準となる考慮とともに，相続開始後の当該債務の履行状況
が債務控除を認めるか否かに影響を与える。

Ⅱ　贈与税相当額の贈与と債務控除

　財産の贈与者は，その贈与の受贈者のその年分の贈与税額のうち，贈与した財産の価額に対
応する部分の金額について，その財産の価額に相当する金額を限度として連帯納付義務を負う
（相法 ₃₄ 条４項）。贈与者の連帯納付義務は，本来の納税義務者である受贈者が納税義務を履
行しない場合の徴収権確保のために法が贈与者に課した特別の義務で，民法上の連帯保証債務
に類似するものと理解されている（₇）。
　贈与にあたっては，受贈者が贈与税の負担しなくてもよいように，贈与者が贈与税（相当
分）を負担する場合がある。受贈者に贈与税の負担をさせることになれば贈与の効果が減ぜら
れることになり，また換価が容易でない財産の贈与で受贈者に金銭による贈与税負担能力がな
い場合など，様々な理由で贈与者が贈与税を負担する場合がある。
　本事例１のように，贈与税相当額を贈与者が負担することで贈与者と受贈者の合意が成立し
ていると考えられるが，その履行がなされる前に贈与者が死亡したという場合，この合意の法

 （₆）  三木義一・渡部宜子「（判例分析ファイル）贈与税の贈与と債務控除」（税経通信 ₅₆ 巻１号，₂₀₀₁ 年）
₂₃₄，₂₃₅ 頁。

 （₇）  金子宏『租税法』（第 ₂₄ 版，弘文堂 ₂₀₂₁ 年）₆₉₆ 頁。連帯債務，保証債務，連帯保証債務の債務の３類
型は，それぞれに異なる法的性質を有している。連帯保証は，数人の債務者が各自，全部の給付義務を
負うものであり，債務者の数に応じた独立した数個の債務の各債務者の間には主従の関係はない。各債
務は独立した債務であるから，付従性も補充性もない。保証債務は，主たる債務者が債務を履行しない
ときに，この債務者以外の者（保証人）が代わって履行する債務であり，契約によって法関係が成立す
る。付従性（主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅）と補充性（主たる債務者が債務を履行しない場
合に初めて履行義務が発生）がある。そして，相続税法の連帯納付義務が類似するとされる民法の連帯
保証債務とは，保証人が主たる債務者と連帯する保証債務であるが，付従性を有する点では通常の保証
債務と同じであるが，補充性を有しない点でこれと異なる。それゆえ，債権者は主たる債務者の弁済能
力に関係なく，直ちに連帯保証人に対して執行できる（民法 ₄₅₄ 条）。しかし，この補充性がないことを
直ちに相続税法の連帯納付義務に適用して，本来の納税義務者が十分な資力を有しているにもかかわら
ず連帯保証義務者から徴収したという場合には，徴収権の濫用として違法とされる場合が多い（金子・
同書，₆₉₆ 頁）。ここでの債務の３類型の説明については，林良平ほか『債権総論』（改訂版，青林書院
₁₉₈₂ 年）₃₆₀ 頁以下，竹内照夫ほか『新法律学辞典』（第三版，有斐閣 ₁₉₈₉ 年）等を参照した。
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的意味の理解（₈）について，二つの場合があるとされている。この二つの場合があることにつき，
本事例１の作成モデルとした事案についての東京高裁平成４年２月６日判決（行集 ₄₃ 巻２号
₁₂₃ 頁）が，以下のように類型化している。
　①贈与者が連帯納付義務者として自ら贈与税を納付することを約束するとともに，それに
より贈与者に求償権が発生する場合には，これを放棄するという趣旨の合意
　②受贈者が贈与税は納付するが，贈与者は，贈与税に相当する金額を受贈者に贈与するこ
とによって，贈与税を実質負担するという趣旨の合意
　この類型化につき，上記の②と関係するが，贈与に際して，贈与者が受贈者に贈与税を負担
をさせないとする約束（合意）が成立しているとき，本来の贈与税の納税義務者である受贈者
が贈与税を納付しない場合に法的に準備されている連帯納付義務とその履行による求償権（求
償権を放棄した場合には，みなし贈与を認定される可能性）の発生を考えれば，受贈者に贈与
税を負担させない贈与は果して可能であるのかを見ておく必要がある。
　　a）連帯納付義務の求償権の放棄　　本事例１では贈与者が贈与税を負担することで，受
贈者には贈与税を負担させないことを約束（受贈者と合意）している。この約束を，贈与者の
相続税の連帯納付義務の履行から生じる求償権の放棄と構成することが考えられる（上記類型
の①の理解）。
　まず，連帯納付義務の履行にかかる連帯納付義務の成立と確定につき，若干の確認をしてお
く必要がある。贈与税の連帯納付義務は贈与税の徴収確保のための特別の制度であり，この連
帯納付義務にかかる相続税法の規定は，課税の根拠規定ではなく徴収に関する規定である。そ
して，本来の納税義務の履行を担保することに連帯納付義務の存在意義があることを考えれば，
連帯納付義務の成立は本来の納税義務の成立と同時に成立するものと考えるのが妥当であると
される（₉）。つまり贈与によって財産を取得した時点で受贈者に贈与税の本来の納税義務が成立
し，それと同時に贈与者に連帯納付義務が成立する。さらに，連帯納付義務の確定についても，
申告等によって受贈者の本来の贈与税が確定した時点で，同時にその連帯納付義務も確定す
る（₁₀）。これによれば，本事例１における被相続人Ａの贈与税の連帯納付義務は，次男のＣや従
業員が財産を取得した時に成立し，被相続人の死亡後である受贈者による翌年の贈与税の申告

 （₈）  この問題については，すでに本『税務事例研究』₆₂ 号（₂₀₀₁ 年）₄₃ 頁以下において，渋谷雅弘（「相続
税・贈与税の税額をめぐる諸問題」）教授による詳細な検討がなされており，本稿での検討も多くを渋
谷論文に依拠している。

 （₉）  岩淵浩之「連帯納付義務の承継等に関する諸問題」（税大論叢 ₈₄ 号，₂₀₁₆ 年）₁₆₇ 頁以下，₂₀₂ 頁以下
参照。

（₁₀）  相続税法 ₃₄ 条１項の相続税にかかる事例であるが，連帯納付義務による租税徴収については，本来の
納税義務の確定のみでは不十分であり，連帯納付義務の確定についての格別の確定手続きが必要である
かが問題とされた事案で最高裁昭和 ₅₅ 年７月１日判決（民集 ₃₄ 巻４号 ₅₃₅ 頁）は，贈与税が確定すれ
ば，格別の確定手続きを要することなく，それにかかわる贈与者の連帯納付義務が確定するとした。
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によって確定するということになる（この確定時における連帯納付義務者は相続人）。
　さて，贈与にかかる贈与税を受贈者に負担させる日本の贈与税制では，贈与者が贈与税を連
帯納付義務によって納付しても，その納付した贈与税相当額についての求償権が成立し，受贈
者へのこの求償権が放棄されることになれば，それは受贈者への新たなる贈与（みなし贈与）
として，さらに受贈者に贈与税の納税義務を発生させることになる。そして，このみなし贈与
から始まる受贈者の納税義務の発生，贈与者による連帯納付義務による納付，求償権の放棄，
再度のみなし贈与の成立というサイクルは，理論的にはみなし贈与についての贈与税額が基礎
控除（相法 ₂₁ 条の５）を超えなくなるまで，何度でも繰り返される可能性が出てくる。相続税
基本通達（以下，相基通）₃₄‒３の存在は，このサイクルが成立しうることを示している。同通
達は，贈与により財産を取得した者が，その取得した財産を費消するなどにより資力を喪失し
て贈与税の納付が困難などという場合になされた贈与者による連帯納付義務の履行については，
受贈者への求償権の有無にかかわらずみなし贈与を認定しないとする。それゆえ，同通達の
（注）で示されているように，上記の納付困難以外の場合になされた贈与税の連帯納付義務に
よって生じた求償権の放棄には，みなし贈与が認定されることになる。本事例１での問題設定
での約束を連帯納付義務の放棄と構成することになれば，受贈者の資力喪失による求償権放棄
ではないことから，その放棄にはみなし贈与が認定されることになる。
　しかし，このサイクルを発生させる贈与税の連帯納付義務の制度設計は妥当ではない。贈与
税は，相続税の補完としての本質を持つものとして設計され，その際の贈与税の負担は贈与に
より担税力を有する受贈者が負うものとされた。この補完という目的は，贈与税の負担を贈与
者に負わせることでも実現できるものであり，事実，相続税・贈与税が現在の遺産取得税体系
に改正される前には，贈与税の納税義務は贈与者が負うものとされていた。生前の贈与により
相続財産を減少させることで相続税の負担を軽減する行為の抑止という目的は，贈与税の納税
義務が１回だけ成立するとの制度を準備することで達成されるものであり（受贈者による納付
であれ，贈与者が贈与によって財産を減じたうえに連帯納付義務として納付するのであれ），
上記のサイクルで何度も連帯納付義務の履行と求償権の発生が繰り返されるとすれば，それは
受贈者による贈与税の未納付という行為に対しての懲罰的な性格を帯びるようにも思われる。
　　ｂ）贈与税相当額の新たな贈与　　以上のようなことも考えれば，贈与税を受贈者に負担
させないとの約束（契約）を，上記の連帯納付義務の放棄とは異なるルートで構成することが
考えられる。本事例１の問題設定では，「贈与税につき，受贈者に迷惑をかけない」という観点
から，贈与の約束（合意）がなされた時点で贈与税（相当額）の納付を贈与者が負うと約束
（合意）は成立している。
　相基通８‒３（連帯債務者及び保証人の求償権の放棄）は，連帯納付の履行による求償権の
放棄につきみなし贈与を認定するとしている。そのうえで，相基通 ₃₄‒３（連帯納付の責めに
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より相続税又は贈与税の納付があった場合）は，資力喪失等により贈与税が納付されなかった
場合の連帯納付義務の履行により生じる求償権につき，その場合の求償権の放棄にはみなし贈
与を認定しないとする。そして，相基通 ₃₄‒３は（注）でもって，連帯納付義務の履行により
発生した求償権の放棄が，受贈者の資力喪失等に由来する場合以外については，みなし贈与
（相基通 ₈‒３）が認定されると注記している。この通達の定めぶりからして贈与者が贈与税
（相当額）を負担するという場合，連帯納付義務の履行としての贈与税（相当額）の負担とそれ
により発生する求償権を放棄するというルートとは異なる，贈与者による贈与税（相当額）の
贈与というルートが存在していることが理解される。この場合には，いわば連帯納付義務の成
立に関係なく，贈与税（相当額）を贈与者が贈与するとの当初の約束（合意）から，その負担
の法的責任が合意の時点で成立している。
　しかし，当初の贈与税（相当額）の贈与者による負担を連帯納付責任にかかる求償権の放棄
ではなく，新たな贈与というルートから考えるとしても，この新しい贈与も贈与に変わりはな
く，贈与税の課税対象であり，その場合の贈与税を贈与者が負担すれば当然に求償権の対象に
なり，この求償権を放棄すればみなし贈与が認定されるとする理解せざるを得ない（₁₁）。
　この理解によれば，上記の①と②の合意と納税の仕方の差異に関係なく，資力を有する受贈
者への贈与について，贈与者が贈与税を完全に負担するという約束（合意）の実現は，みなし
贈与の対象となり，その贈与税が基礎控除を超えなくなるまで，上記のサイクルを繰り替えす
しかないということになる。
　しかし，本事例１のモデルとした事案において，贈与税（相当額）の贈与の合意には二つの
パターンがあるとした前述の東京高裁平成４年２月６日判決は，事案のケースの合意を連帯納
付義務の履行にかかる求償権放棄の約束（合意）ではなく，新たな贈与税相当額の贈与の類型
に属するものとして，この場合には上記のみなし贈与の問題は生じないとの理解を前提として
いるように思われる（₁₂）。
　　ｃ）グロス・アップ計算
　この点につき，上記のサイクルを繰り返すことなく贈与税額を受贈者に全く負担させない方
式として，贈与税の課税標準たる贈与財産をグロス・アップ計算により算出して，それに対す
る贈与税を贈与者が負担するという考え方が示されている（₁₃）。まず現在の日本の受贈者を納税
義務者とする贈与税の課税構造からすれば，受贈者は受贈財産のなかから贈与税を支払うこと，
すなわち受贈者は贈与税の税込みで財産（これが贈与税の課税標準）を受け取っているといえ

（₁₁）  渋谷・前掲（注（８））₄₈ 頁参照。
（₁₂）  この東京高裁判決への実務家の注目は，この判決が贈与税（相当額）の贈与にみなし贈与の問題が生じ

ないとしたと解しうる点であった。
（₁₃）  以下の，グロス・アップ計算による課税標準の再構成の説明は，渋谷・前掲（注（８））₅₂ 頁の叙述に

依拠したものである。
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る。それゆえ，贈与税を受贈者に全く負担させないとする贈与は，あたかも源泉徴収の対象と
なる給与等が税引手取額で支払われる場合に類似しているといえる。この給与等の源泉徴収税
額を計算するには，手取額を税込みの金額に逆算して，これを支給額として源泉徴収税額が計
算される。
　受贈者に全く贈与税を負担させないとする贈与は，贈与税の税引手取額が贈与されるという
ことであり，税込みの贈与額を贈与税の課税標準とする贈与税においては，この手取額から贈
与税額を逆算して，その税額と手取金額が合計されて税込みの贈与額が算出される（₁₄）。
　そして，このグロス・アップ計算による税込贈与財産が，贈与者から受贈者に贈与され，そ
のなかから贈与税額分が受贈者により納付されることになれば，上記のみなし贈与のサイクル
が繰り返されることはない（₁₅）。

Ⅲ　工事代金と債務控除（事例２の設問①）

１　本事例２の設問①のモデルと裁決
　本事例２の設問①の事例は，国税不服審判所令和５年６月 ₂₇ 日裁決（裁決事例集 ₁₃₁ 集 ₇₇
頁）（₁₆）をモデルに作成したものである。この設問①では，裁決で認定された事実経過と課税庁
の更正理由をほぼ忠実に再現してある。
　実際の裁決での結論は，施工業者への請負代金の支払債務は，相続開始時点で履行が確実と
認められる債務に当たらないとするものである。その裁決理由として，主として次の二つの点
が挙げられている。
ⅰ）本件請負契約では，修理工事の終了とその後の完了検査合格が業者による支払請求の
先行条件とされていたのであるから，工事も開始されていない相続開始日の時点では，
被相続人は請負代金の支払債務の履行を求められる状況にはなく，その債務が確実と認
められるものではない

ⅱ）Ｄ社は，土間床の沈下が認められた以降も倉庫において修理工事が開始されるまで事

（₁₄）  このような，「手取金額から税額を逆算し，その税額と手取金額とを合計して税込み金額として認定す
る方法」をグロス・アップ計算という（渋谷・前掲（注（８））₄₉ 頁）。

（₁₅）  三木・渡辺・前掲（注（６））では，税理士の対応として，「一定の財産を贈与し，その贈与税をも負担
することが贈与者の意思であれば，贈与相当分にも課せられる贈与税をも考慮した上で，それに見合う
金員を贈与するように助言することになる。」（₂₃₁ 頁左欄）との指摘も，基本的にグロス・アップ計算
の考え方によるものであろう。

（₁₆）  本裁決の評価については，日當優「相続税法 ₁₄ 条１項『確実と認められる』債務の意義と平等取扱原
則」税務弘報 ₇₂ 巻 ₁₂ 号，₂₀₂₄ 年）₁₄₃ 頁以下，手塚麻希子「相続税法 ₁₄ 条１項『確実と認められる』
債務の判断基準」（税理 ₆₈ 巻７号，₂₀₂₅ 年）₈₇ 頁以下，国税速報 ₆₇₉₀ 号（₂₀₂₄ 年）５頁等参照。
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業を続けているほか，その間の賃料の減額や修理工事の履行を強く要請することもなか
った。このことから，相続人が相続開始日後に修理工事代金を支払ってはいるが，あく
まで相続開始日の前後を通じ被相続人ないし相続人の任意の履行が事実上期待されてい
たものにすぎないものであり，履行が確実な債務にはあたらない。

２　裁決の基礎にあるもの
　本設問①においては，相続開始前に被相続人と修理工事を請け負ったＦ社との間に，令和２
年５月 ₁₄ 日付けの変更された工事請負契約によって工事開始時期を令和２年 ₁₀ 月１日とする
修理工事の請負契約は有効に成立している。それゆえに，この事実からすれば，上記の山口地
裁を基礎とした債務の確実性判定の第一段階は充足しているように見える。この点につき，本
設問①のモデルとした裁決では，「本件請負契約は，本件修理工事の完了・引渡し後に本件請
負代金の支払を本件被相続人に義務付けるものではあるが，本件被相続人に対して本件賃貸倉
庫に係る土間床の修理義務の履行を法的に強制することまでを内容とするものではない」とし
たうえで，「本件工事は被相続人ないし請求人（筆者注：相続人）による任意の履行が事実上
期待されていたにすぎないものとみるのが相当である」と評価して，本件修理請負代金債務の
履行が確実な債務とは評価できないとしている。本件修理請負契約においては，代金支払義務
は成立しているが，工事を法的に強制するまでの内容は含まれていないとする裁決の趣旨には
不明な点があるが，契約による権利義務関係の成立のみでは，上記の山口地裁をモデルとした
確実性判定の第一基準を充足しないということであろう。これ以上の，この点の検討は措くと
して，それでは，上記の第二基準（事実的，道義的に履行が義務付けられている場合）への該
当性はどうであろうか。
　民法 ₆₀₆ 条１項の定める賃貸人による賃貸物の修理義務も踏まえ，被相続人は修理工事を行
う旨を賃借人Ｄに伝えて施工会社Ｆ社と修理工事の請負契約を結び，その後にＤの要請により
工事開始の時期を５か月ほど延期する変更修理請負契約を締結している。この契約の変更後に
被相続人は死亡するところとなっているが，工事は被相続人が死亡した２か月後の ₁₀ 月１日
に開始され，同月下旬に終了している，そのうえで，契約条件に従って同年 ₁₁ 月 ₁₅ 日に本件
請負代金は施工業者Ｆ社に支払われている。
　この相続開始日のすぐあとに工事が開始され，翌月に工事代金が支払われている。裁決の指
摘するように，修理工事は任意の履行が期待されているのみであるとすれば，これほど急いで
工事を開始する必要もなかったのではないかという評価もあり得る。土間床の沈下は事業遂行
の阻害・不安要因であり，その修理工事の履行は「事実的，道義的に履行が義務付けられてい
る場合」に当たり，それゆえ，それに伴う修理請負代金債務の履行も「事実的，道義的に履行
が義務付けられている場合」に該当すると評価してよいと思われる。
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　この事案の事実認定をめぐっては，本件修理工事開始までＤは土間床が沈下しているにもか
かわらず倉庫での営業を続けたという事情のほか，モデルとした事案には本設問①の問題文に
は含めていないが，修理工事完成後に工事完了検査合格を経て事業が再開され工事請負代金が
支払われた後，その約２年後の再検査で工事が予定の半分しか行われていないことが明らかに
なったにもかかわらず賃借人の配送業者のＤは，そのまま１年以上も事業を続けたという事情
があった。このような事情も含めて考える場合，修理は事実的，道義的に義務付けられており，
それゆえ，請負代金支払いの債務履行も同様の状態にあったと評価できるかということである。
裁決は，土間床の沈下のもとでもＤは事業を続行していることから，Ｄ事業の続行にとって修
理は不急のものであり，請負契約の拘束力につき修理は事実上期待されているにすぎないと評
価し，請負代金の支払債務の履行も特に工事が開始されていない相続開始の時点では，履行が
事実的，道義的に強制されているものとはいえず確実な債務とは評価できないものとしたと考
えられる。しかし，修理工事をしなくても一定期間は事業を続けたという事実と，沈下（裁決
によれば ₁₀ センチ）に対する被相続人の修理の約束は別次元の問題である。相続開始から短
期間のうちに工事の開始，完成検査合格，請負代金の支払い等の相続開始後の事情も勘案すれ
ば，修理工事は相続開始の時点で賃貸人（被相続人，相続人）と賃借人（Ｄ）の間で確実に履
行されるものと考えられていたと評価してよいと思われる。

Ⅳ　建物収去義務と債務控除（事例２の設問②）

１　本事例２の設問②のモデルと裁決
　本設問②は，国税不服審判所平成 ₃₀ 年７月９日裁決（裁決事例集 ₁₁₂ 集 ₁₁₂ 頁）（₁₇）をモデル
として，その事実経過を大幅に簡略化して一部を変更して作成したものである。
　本設問②では，相続開始の時点で，建物の収去工事にかかる費用が特定されておらず，相続
開始後の時点で相続人とＪ社との契約によって，その工事費用が特定されている。この点に関
しては，相続税基本通達 ₁₄‒１（確実な債務）が「債務の金額が確定していなくても当該債務
の存在が確実と認められるものについては，相続開始当時の現況によって確実と認められる範
囲の金額だけを控除するものとする。」としているように，債務の金額が相続開始の時点で確
定している必要はない（₁₈）。この事例では，相続開始時点で，すでに被相続人に建物を収去する
債務は確定しており，その具体的収去費用については，被相続人が死亡していることから，相
続開始後の相続人と建物解体業者との契約が確定したことをもって，「相続開始当時の現況に

（₁₇）  この裁決の評価については，渡辺充「建物除去費用と相続税の債務控除」（税理 ₆₃ 巻２号，₂₀₂₀ 年）₂₃₂
頁以下，山田俊一「相続税における債務控除の要件である『確実な債務』の判断基準」（税理 ₆₅ 巻７号，
₂₀₂₂ 年）₁₉₀ 頁以下等参照。
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よって確実と認められる」金額が確定したものと評価されることになる。

２　本件土地を明け渡す債務の履行方法
　更正理由のなかの，「本件相続開始日において必ずしも本件建物を収去する必要はなく，建
物を本件地主に引き渡す方法が選択可能であったから，相続人が建物を収去し，その費用を負
担したことは相続開始後の事情であり，相続人が独自に選択したものであるから相続開始日に
おいて履行が確実な債務とはいえない」との主張の意味は次のようなものと考えられる。
　有効な借地契約の解除のあとの相続開始の時に確定している債務は本件建物を明け渡す義務
であり，その明け渡す方法は建物の撤去のみでなく，建物を本件地主に引き渡す方法もある。
このことから，明け渡しの方法については相続開始の時には確定しておらず，それゆえに相続
開始後に決定された建物の収去と，それに必要な収去費用の支払いは，相続開始の日の時点で
は履行が必要な債務ではないとするものであろう。
　これについては，私的自治の原則から契約当事者が選択した内容が尊重されるべきものであ
り，相続開始の時には本来の契約当事者であるべき被相続人が死亡しているのであるから，確
実に「存在する」相続開始の時における明け渡し義務の，その方法については相続開始後の決
定（選択）をもってなされざるを得ず，これこそが債務評価の際の「現況による」（相法 ₂₂ 条）
の意味であろう。本設問②のモデルとした事案での裁決も，このような現況の意義から，課税
庁の主張を認めていない。

３　収去費用の過大
　本設問②の問題文には入っていないが，モデルとした裁決事案では，国税不服審判所によっ
て本件建物の撤去を請け負った解体業者による工事代金の見積額が過大であり，その過大な見
積り通りの費用が支払われていることが認定されている。これが認定された以上，その相続人
が実際に支払った過大な工事代金をそのまま債務控除の金額としてよいかが問題となる。本設
問②のモデルとした実際の裁決事案では，国税不服審判所は数社から出された見積書の金額
（各社によって金額が異なる）を比較することで妥当な収去費用を自ら認定して，これが履行
が確実とされる債務として債務控除の対象となるものであるとしている。

（₁₈）  名古屋地裁平成３年５月 ₂₉ 日判決（税務訴訟資料 ₁₈₃ 号 ₈₃₇ 頁）は，相続税法 ₁₄ 条１項に定める確実
と認められる債務といえるためには，「相続開始の時点までに，当該債務が成立し，かつ，当該債務に基
づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していることが必要であ」るとして，土地の仲介手
数料支払債務につき，当該債務は売買契約の成立を停止条件とするもので，相続開始時点で売買契約が
成立していない本件では確実と認められる債務に当たらず，債務控除の対象とならないと判示している
（控訴審，上告審も同旨）。
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Ⅴ　事例への回答

事例１
　この事例では，被相続人による不動産や会社の出資持分の贈与，さらには，その贈与にかか
る贈与税負担についても贈与者が負担することにつき，贈与者と受贈者の間に合意が成立して
いると考えられる（モデルとした裁決事例においては，合意の存在の判定が大きな争点であっ
た）。
　そして，贈与税（相当額）の贈与が書面でもって確認されていない点は，書面によらない贈
与はその履行があるまでは取り消すことができることから，相続開始の時には贈与税（相当
額）を贈与する債務は確定していないという主張はあり得る。しかし，相続開始時の現況から
して，債務の存在と債務の履行がなされることが確実と認定されれば，当該贈与の約束（合
意）は相続開始の時において確実な債務として評価される。この確実性の判定には，相続開始
後の当該債務の履行状況が相続開始時の現況として重要な評価要素になる。本事例では，相続
開始後に時間をおかずに贈与税が納付されており，不動産や出資持分が贈与された事情なども
勘案すれば，贈与税（相当額）の贈与の約束（合意）についての書面がないことは，確実な債
務であることを否定する要素にはならない。
　そして，本事例の贈与税（相当額）を被相続人が負担するという約束（合意）は，事例での
贈与の経緯からして，連帯納付義務の求償権の放棄ではなく，贈与税（相当額）新たな贈与で
あると考えられる。
　そのうえで，この新たな贈与については，贈与の経緯が確実な債務か否かを評価する三基準
を充足するとともに，相続開始後に，まず受贈者が納付して，その納付額を贈与者（その相続
人）が受贈者に贈与するという方法をとっており，東京高裁平成４年２月８日判決によれば，
債務控除の対象となると考えられる。
　しかし，この新しい贈与も贈与にかわりはなく，この贈与によって再びみなし贈与も生じる
と考えることになれば，様々な困難な問題が生じることになる。

事例２の設問①
　この事例においては，倉庫の土間床の修理工事にかかる被相続人Ｅと工事の施工業者のＦ社
との請負契約は有効に成立している。しかも，この修理工事の開始がＥの死後になったのは，
その倉庫の賃借人である配送業者Ｄからの申し出によるものであった。この申し出がなければ，
Ｅの生前に工事が終了していた可能性が大きく，また，比較的短期の工事期間を考えれば，工
事代金の支払いも同じくＥの生前になされていた蓋然性が高い。
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　さらに，工事完成がＥの死亡後であるので，工事代金はＥの相続人によって支払われたが，
その支払いは工事終了から約２週間後というものである。
　このような相続開始の前と後の事情を考慮すれば，前述の山口地裁判決を基礎とした判断要
素と，相続開始後の工事代金の支払いという事情を総合的に考慮すれば，本件の相続開始の時
に存在する工事代金支払債務は，確実な債務と評価すべきものであり，債務控除の対象になる
ものと思われる。
　ただ，裁決が，前述の「裁決の基礎にあるもの」のところで述べた理由によって，本件工事
代金支払債務を相続開始の時における確実な債務ではないと結論していることは，相続開始後
の相続人による当該工事代金の支払いという，債務の確実性判断に不可欠な相続開始後の事情
を不当に軽視した結果であると思われる。

事例２の設問②
　この事案で課税庁は，賃貸借契約の解除によって義務付けられる建物の明け渡し義務の履行
方法としては，建物の収去よりも費用が格段に安いであろう建物を引き渡すという選択も可能
であって，建物を引き渡すという義務（債務）は確定していないと主張している。一般的には
このようなことがいえるとしても，前記の山口地裁判決を基礎とする評価の三段階構成のなか
の，「事実的，道義的に履行が義務付けられている場合」や「履行せざるを得ない蓋然性の表象
のある場合」に該当する事実の存在を認定して裁判所は，建物を収去する義務が賃借人側にあ
ると判決したものである。
　さらに，相続開始の時点では，特に建物の収去代金が未確定であるという事情があるが，債
務の存在が確定していることが重要なのであり，前述のように相続税基本通達 ₁₄‒１（確実な
債務）も「債務の金額が確定していなくても当該債務の存在が確実と認められるもの」である
場合は，「相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額」が債務控除の対象にな
るものとしている。そして本件の「相続開始当時の現況」では，被相続人の権利義務を承継し
た本件相続人が，工事業者と合意した収去代金が具体的な債務控除金額ということになる（こ
の代金が過大であるという場合には，合理的範囲に減額された金額が債務控除金額とされる）。
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